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研究成果

はじめに

交付申請書の「研究目的・研究実施計画」に記したように、これまでの戦後

ドイツ社会民主党(SPD)史研究では欠落していた、 1959年の基本綱領制定

過程を詳細に分析した。二年間にわたり科学研究費補助金を受けたことにより、

この為に必要な文献を購入し、平成11年夏にはドイツ、ボンの社会民主党文

書館で末刊行史料を収集することができ、研究をまとめる上で極めて有益であ

った。

この科学研究費補助金受給によって、最終的な取りまとめが可能になった

1 957年連邦議会選挙敗北後のドイツ社会民主党の転換過程-党改革実現過程

の分析に加えて、以前にまとめていた1945年-1957年までのドイツ社会民

主党史研究を加味して、博士学位請求論文をまとめた。これは、平成12年11

月に「戦後ドイツ社会民主党の党改革実現過程:党再建からゴーデスベルク綱

領制定まで」と題して、出身大学院に提出された。現在審査中であるが、以下

に展開する研究成果報告は、この学位請求論文の第6章に相当することをあら

かじめお断りしておきたい。

問題提起

1953年連邦議会選挙敗北後の党改革運動は1954年のベルリン党大会に至

る過程で挫折を余儀なくされ、そこで提示されていた問題は未解決のまま残っ

た。組織改革だけでなく、基本綱領制定も1955年以降、停滞状況に陥ってい

た。

1953年選挙後の党改革をなおざりにしたSPDは、1957年選挙でCDU/CSU

にさらに水をあげられてゆく。この選挙ではSPDが31.8%に止まったのに対

し、 CDU/CSUは50.2%を獲得した。西ドイツ史上、単一会派で連邦議会の単

独過半数を超えたのはこの時が唯一であり、 SPDは「万年野党」を運命付けら

れたかのようであった。

しかし、周知のように1960年代に入ってSPDは政権政党へ飛躍してゆく。

そしてこの発展に道を開いたのが、 1957年選挙後の「一連の党改革」であり、

その二本柱として、 1958年シュトウツトガルト党大会で実現した党組織改革

と人事の刷新、そして1959年の戦後初の基本綱領(ゴーデスベルク綱領)刺
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定が挙げられる。

レツシェとヴァルターは「1958年の組織改革、およびそれと結びつけられ

た人事の決定、またその帰結であるSPDの『議会主義化』は、その意義におい

ても効果においても、いくら評価してもしすぎることはない」 1と1958年の

組織改革を重視しているが、その帰結が「議会主義化」という概念で現されて

いるように、一般に1958年の改革は、連邦議会議員団を中心とする「改革派」

(鞄former)が「党官僚」 (Apparat)に対して勝利を収めた画期と把握されてき

た2。

単純化しすぎとの誹りを恐れず図式的整理を試みれば、 「改革派」とは選挙の

敗北に敏感に反応し、戦後の社会変動に対する自己変革能力と実効的な政策立

案能力を持つ連邦議会議員団を中心とし、 1960年代に入ってSPDを発展させ

てゆく党改革推進勢力である。対する「党官僚」は、度重なる選挙敗北にも関

わらず戦前の伝統に固執し、党改革に反対して停滞的指導を行い続け、 1950

年代の沈滞からSPDを解放できない旧守派・伝統主義者達である。

そして、 「改革派」の中心人物として連邦議会議員団を率いるカルロ・シュミ

ット、フリッツ・エルラー、ヘルベルトヴェ-ナ-の「トロイカ」があげら

れ、党改革に抵抗して「改革派」に敗北してゆく「党官僚」の頂点に伝統主義

者のシンボル的存在としてエーリヒ・オレンハウアー党首が通常位置付けられ

ている3。

わが国の研究でも、基本的に上記のように「改革派」対「党官僚」の対立関

係をとらえ、その力関係の逆転の画期、 「改革派」の勝利の画期として1958

年の組織改革は評価されてきた。たとえば、 1957年連邦議会選挙後「議員団

が優勢になり始め」 4、シュトウツトガルト党大会での「一連の人事は、改革派

と党本部の党エリートとの力関係が変化したことを明らかに示していた」 5、 「シ

ュミット、エルラ-、ヴエーナーは連邦議会議員団を率いて、戦前の伝統を墨

守する党執行部の改革を、ついに58年党大会で実現した」 6、 「議員団のリー

ダーシップを握ることによって、それをいわば保塁として、改革派は党の実権

を掌握していく」 7と書かれている。

そして、この延長線上に「一連の党改革」の一環として、ゴーデスベルク綱

領も位置付けられるのが一般的な理解であろう。タロツバッハは党改革が勝利

を収める過程の頂点にゴーデスベルク綱領を位置づけているが、たとえば、 「綱

領の改定は、内容に関する主導権を改革派が握ったことでその方向は明らかに

なった」 9、 「新綱領の作成は、新体制の指導部(ことに改革派)にとってその
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力量を問われる最初の試金石となった」 10と書かれているように、ゴーデスベ

ルク綱酌組織改革と同様に、通常は「改革胤が勝利を収めてゆくプロセス

に位置づけられてきた。

1958年の組織改革と1959年の基本綱績制定は、確かにト連の党改革」

なのではあるが、従来の研究は、それぞれの党改革が実現してゆく過程の実証

分析が不十分なまま、上記の「改革派」対「党官僚」の対立図式を両方に投影

させてきた。

以下本稿では、 1957年連邦議会選挙後、 1958年の組織改革と1959年の

ゴーデスベルク綱領制定が実現してゆくプロセスを詳細に分析するoこれまで

明らかでなかった党改革の実現過程を細かく跡づけるのは、それ自体に意味が

ぁると考えているだけでなく、それを通じて、・一般化している「改革派」対「党

官僚」という二項対立図式でト連の党改革」の実現を把握することの問題点

が掃出され、ト連の党改革」が成功裏に実現してゆく過程と理由を考察する

際に、これまでとは異なる分析視角を提供できると考えるからであるo

その際、組織改革とゴーデスベルク綱制定の推進勢力がどこにあったかを

見極め、二つの党改革の相互連関に注目したいoそのため、いささか一つの章

としては長くなることを厭わず・組織改革とゴーデスベルク綱鎮制定を別々の

章としては立てず、まとめて論ずることにするo

1 1957年9月連邦議会選挙から1958年3月の組織改革案提示まで

(1) 1957年9月連邦議会選挙の敗北とオレンハウアーの対応

IV-3-(3)で触れたように、 SPDは政治の焦点を1950年代前半の最大の争点

であった外交から内政へ別替えようとして、 1956年に内政面で攻勢に出て

いた。しかし、 SPDはこの内政面での革新を1957年選挙の争点にはできな

かった11。

ァデナウアー大勝の一要因となった1957年春の年金改革は、 SPDと

CDU/CSUの「大連合」による社会政策であったが、 「アデナウアーの年金改革」

と宣伝されてしまったo全体として社会政策においてはSPDとCDU/CSUとの

間に極端な対立がなかったがゆえに、両者の差異化にあたっては、従来からの

外交政策・ドイツ政策の対立を争点化しようとするアデナウアー側の戦術が効

果をあげたO加えて、 rオレンハウアー対アデナウアー」という対抗軸が前面

に出されたことは、実績とカリスマ性を兼ね備えた首相を擁するCDU/CSUに

有利に働いた。
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敗因分析にあたってSPDは、 「経済の奇跡」が社会の広範な層に浸透し、そ

のゆえにCDU/csuが選ばれたのであるという評価を認めざるを得なかった。

二-ダーザクセンのある活動家は、ハノーファーのフォルクス・71ゲン工場の

前でビラまきをしたとき、労働者の通勤手段は100人が自動車に対して、自

転車で工場に来た労働者は1人にすぎなかったと報告していた12。労働者の生

活水準の上昇は明らかであったが、この事実をSPDの努力の成果と誇ることは

できなかったようで、労働者の意識も変わっており、この選挙は古典的な意味

での労働運動はもはや存在しない時代になったことを惜らされた選挙であった。

有権者は生活や福祉を考えて結論を出したと思われ、有権者を責めることは

できないという反省はSPDの党幹部会全体会議でも聞かれた。CDU/CSUが「経

済の奇跡」を実現した政党としてポジティブに自己宣伝できたのに対し、 SPD

は他党にはない負債を負っていることが活動家には選挙戦中感じられていた。

それは、 SPDが唯一の「ヴァイマル政党」であるがゆえに、当時の経済的苦況、

大量失業の記憶とSPDが結びついてしまうのであった。

そして、 SPDの活動家達が悔しさをもって認めざるを得なかったのは、選挙

戦に500万マルクしか使えなかったSPDの宣伝が、はなはだ下手で貧弱なこ

とだった。選挙戦が進むにつれて、挑戦者であるSPDの方が防戦一方に追い込

まれていくような沈滞した雰囲気が、 SPDの活動家にも強くなっていたとの声

が現場からは寄せられていたのである13。

また、シューマッハー以来SPDのソ連と共産主義に対する対決的姿勢は一貫

していたにもかかわらず、 「アカは同じ」という類の宣伝が、 CDU/CSUとの差

異を際立たせるために使われてしまった。 CDU/CSUは1956年のハンガリー

動乱と1957年の選挙戦を絡め、この選挙は西ドイツとヨーロッパが「キリス

ト教的にとどまるか、共産主義になるか」をめぐる戦いであると、 SPDとモス

クワを結びつけ、選挙戦を戦っていた。共産主義と社会主義を区別できない一

般有権者の不安をかき立てるプロパガンダを、アデナウアー達は巧みに展開し

て効果をあげていた14。ここにおいて、戦後SPDがまだ1925年のハイデルベ

ルク綱領に代わる基本綱領を制定できていないことは、決してプラスにはなっ

ていなかった。

とはいえ、多くの人にとって唐突なことに、選挙結果を聞いてのオレンハウ

アーの第一反応が、 「今こそ可及的速やかに基本綱領制定を」だったのである15。

選挙敗北の3日後、 1957年9月18日の党幹部会全体会議で、彼は1958年

の党大会に基本綱領草案を提示するという日程を提示し、基本綱領委員会に
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1 958年の始めまでにその準備を終えるように要請したのである160

オレンハウア-は選挙の敗因分析と関係させつつ、地方組織代表も参集した

9月25日の党幹部会拡大会議でも基本綱領早期制定を訴えた　SPDは労働者

からの得票を以前より少なくしており、アデナウアーの勝利はSPDに投じられ

なかった労働者票が無視できぬ数にのぼった結果であったと、オレンハウアー

は分析した。彼が社会主義運動に身を投じた頃とは異なる労働者層の出現、 「階

級意識を持つ労働者」から「階級意識を忌避する被雇用者」が増大するという

変化に戸惑いながら、中間層獲得政策を否定するのではないが、イタリアやフ

ランスの党が苦しんでいるように、核となる層があいまいになると党の基盤を

失うことになりかねないと、労働者の支持回復にSPDの最優先課題を置くべき

とオレンハウアーは指示をしていた。基本綱領制定を選挙後の緊急の課題と訴

える際、オレンハウアーは中間層への支持拡大も考慮に入れてはいるが、最優

先されていたのは、性格を変えつつある労働者層を再び引きつけることであっ

た。

また短期的には選挙での得票を増すことにつながらなかったものの、 「第二次

産業革命」への対応にSPDの未来の大きな可能性があり、それを党の中心政策

に置き続けることは変えてはならなかった1956年に打ち出された「第二次

産業革命」論は、基本綱領論議にも取り入れられるべきである。以上のことに

留意して、変化する今日の社会において主張しうる民主的社会主義の顔を兄い

だすことが今求められている大きな課題であり、そのために基本綱領の制定を

急ぐべきだとオレンハウアーは強調した17。

このようにオレンハウアーは基本綱領早期制定に強い意欲を示した一方で、

組織改革については当初、極めて消極的であった。これに反発して、 9月　25

日の党幹部会拡大全体会議でハインツ・キューン(後のノルトライン・ヴェス

トファーレン州首相)は、オレンハウア一に加えて二人の平等同権の党首を置

き、三党首体制を取るべきであると提案した。キューンが名前を挙げたのはシ

ュミットとヴェーナーであり、この二人はそれぞれ異なる層をSPDに引きつけ

るのに貢献することが期待できるというのである。

また、左派色の強い大支部南ヘッセンを率いていたビルケルバッハは、従来

の有給党幹部会員と無給党幹部会員の二区分を廃止した上で、党幹部会を40

人程度の規模とし、その中に6人程度の小党幹部会を設け、これを党の新たな

中心にするという提案をした18。キューンやビルケルバッハは組織改革を1957

年選挙後の党改革の柱とし、基本綱領早期制定には関心を示さなかった。
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ところでなぜ、 1957年選挙後になって急にオレンハウアーは、このような

積極姿勢に転じたのであろうか?彼自身の説明によれば、基本綱領をできるだ

け早く制定するという決断に影響を与えたのは、オ-ストリア社会民主党(SPd)

の基本綱領制定が最終局面に入りつつあることであった。戦後どの社会主義政

党も新基本綱領制定に困難を抱えていたが、 SPOがどのような決着をつけて「党

の顔」を樹立するかに注目し、そこからSPDも教訓を引き出すことができるで

あろうとオレンハウアーは述べていた19。

(2) 「改革派」の対応一組織改革のための「トロイカ」形成

1 953年選挙後の党改革運動に挫折し、以後党組織に関する改革論議を封じ

込められていた「改革派」は、カルロ・シュミットが「SPDに必要なのは新し

い綱韻ではなく、新しい指導部である」と主張したように20、基本綱領制定に

は否定的で、組織改革と党指導部の人事の刷新に遠進しようとした。

1957年選挙を受けて、シュミットらの最初の仕事は、 1953年選挙後の轍

を踏まないように、 「改革派」を実質的に力ある変革勢力としてまとめること

であったQ　その核として形成されたのが、シュミット、エルラー、ヴ工-ナー

の「トロイカ」である。ただこ　この3人は、いずれも1945年以前はSPD党

員ではなかったが、出自や文化的バックボーンは対照的と言っていいくらい異

なっていた。

シュミットは戦後になって初めて政党政治の世界に身を投じ、西ドイツ基本

法制定にあたって中心的な役割を果たして令名を高くした大学教授であった。

彼は、伝統的な労働者運動やそのミリュ-からは縁遠いところで精神形成をし

た、教養市民層の系譜に連なる知識人であり、知識人層にSPDの支持を広げた

いというシューマッハーの庇護を受けて短期間に台頭した。彼の知的能力は党

派を超えて高く評価されており、 SPDの外においては最も人気の高いSPDの

政治家であったが、それが彼の限界にもなっていたZl。

エルラーは「新規まき直し」 (Neu Beginnen)に属し、ヴェーナーは共産党の

幹部と、この二人は若くして社会主義運動に身を投じ、どちらも当時のSPDよ

り左の党派で反ナチ抵抗運動に加わっていた。しかし戦後は、エルラーが1953

年後の党改革論議に見られるように、歯に衣を着せぬ党指導部批判を恐れなか

ったのに対し、ヴェーナーは党指導部を敵に回すことを慎重に避けていた。ヴ

ェーナーは1953年選挙後のエルラーとシュミットの党改革運動には冷淡で、

同調しなかった。
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エルラーはSPD再建期、シュミットが委員長を務めた大支部南ヴユルテンベ

ルクで活動を始めて以来、シュミットと懇意な関係にあった。この二人はかね

てから党改革に熱心のあまり、どちらかというと党指導部によって冷遇されて

きた「右派」の「改革派」であった。これに対してヴエーナーは党指導部と事

を構えず、 「左派」の信頼を集めていた実力者であって、 「改革派」のリーダー

と見なされていたわけではなかった。

しかし、 1957年選挙後に行動を起こすことを決めていたシュミットは、 「左

派」に強い影響力を持つヴエーナーの協力が得られなければ、 「100年になる

党の伝統との断絶」と思われかねない党組織改革の成功はおぼつかないと確信

していた。そこで彼は確執のあったエルラーとヴエーナーの関係修復に尽力し、

3人の協力関係が形成されていった。彼らは、 1957年選挙敗北後のSPDの再

生のためには、党幹部会と連邦議会議員団を一体化する組織改革が必要との認

識において一致したのであるZZ。そのための「トロイカ」結成であった。

ここで確認しておきたいことは、シュミットやエルラーをはじめ「改革派」

に連なる人々は、かつては組織改革だけではなく、社会主義の新たな精神的基

礎付け、綱領的革新にも並々ならぬ関心を寄せていたにもかかわらず、 1957

年選挙後は基本綱領早期制定には関心を失っていたということである。たとえ

ば、日で触れたように、ゴーデスベルク綱領の先駆けと位置付けられる1947

年のツイーゲンパイン決議にシュミットは中心的役割を果たした一人であり、

1950年党大会ではSPDの新しい精神的方向付けについて演説を行っていた。

また1953年選挙後の改革論議では、 SPDの伝統に愛着を捨てきれない多くの

党員の憤激を恐れず、 「SPDは時代に合わない余計な荷物(Ba‖ast)を捨て去る

べきである」と主張していた。

このように、シュミットはSPDの綱領的革新にかつては熱心に取り組んでい

た一人であり、 1955年3月に設置された基本綱領委員会の一員でもあったが、

1957年選挙後は、基本綱領制定にきわめて消極的となっていた。エルラーも

基本綱領委員会に名を連ねていたが、多忙を理由に委員を辞したいという意向

を示していた23。彼らの名前は基本綱領委員会のリストに形式的に残っている

だけであったo　ヴァイサーはシュミットに基本綱領問題に関心を取り戻して力

を貸してほしいと懇請していたが、シュミットは協力しようとはせず、ヴァイ

サーは失望していた24。

「改革派」が組織改革に集中し、かつて熱心であった基本綱領問題から遠ざ

かっていったのはなぜであろう。1953年選挙後の党改革運動が挫折したのは、
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地方組織の大勢がこの時点では「党官僚」を支持し、大支部単位で選ばわる代

議員の圧倒的多数がオレンハウアー党首の意向に従ったからであった。エルラ

ーやシュミットはセンセーショナルな個人プレーによって脚光を浴びてはいた

が、有力な地方組織に浸透して党改革に向けて連携するには至らなかった。つ

まり、この時点ではシュミットやエルラーらの「改革派」は、実体としては「改

革派」と言えるほどの実力者集団として組織化されてはいなかった。

この時の挫折体験は、エルラーやシュミットに「組織」の重要性を再認識さ

せ、深刻な反省をせまっていた。マスコミのスポットライトを浴び、派手な言

論活動を展開しても、地方組織に理解者を増やし、最終的には党大会の票決で

多数を獲得できなければ党改革は実現できないことを彼らは悟らざるを得なか

った。この時の教訓が、 1957年選挙後の「トロイカ」の結成につながったの

である。

加えて、 1952年の文化政策委員会の「粛正」から1954年党大会での改訂

行動綱領の制定を通じて(‖-1-0)参照)、基本綱領制定運動がオレンハウア

ーの管理下に置かれるようになったことに留意すべきである。すなわち、オレ

ンハウアーは1954年党大会において組織間題で勝利を収めただけでなく、行

動綱領の改訂と新たに追加された「序文」によって、戦後の党内論議を踏まえ

ての綱領的革新を、党内での浸透度はさておき、彼の管理下に「改革派」の先

を行って相当程度成し遂げてしまっていた。そしてこの延長線上に、オレンハ

ウア一に忠実な有給党幹部会員のアイヒラーが中心となって基本綱領制定が行

われてゆくというレールが敷かれて、 1957年に至っていた。

つまり党組織の大幅な改革には消極的でも、基本綱領を通じての党改革には

オレンハウアーは決してもともと不熱心ではなかったのである。このことは、

しばしば見逃されている1947年のツイーゲンパイン会議に、シューマッハ

ーは参加していなかったが、オレンハウア-は加わっていたことを想起された

い。

このような状況下で、エルラーやシュミットが内容的にもオレンハウア一等

とは異なる独自性を示しつつ、主体的に基本綱領制定に割り込んでいくことは

難しかった。 「改革派」は基本綱領制定の主導権を奪えなかったのである。か

くしてシュミットやエルラーは、 1957年の時点では基本綱領に対するかつて

の熱意を失い、党改革の最優先課題として組織改革に遠進することになったの

である。

また、組織改革を最優先するという「改革派」の方針は、 1953年選挙後と
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は異なり、党内世論の支持を得ていた。連邦議会選挙敗北後、 『フォアヴェル

ツ』に掲載された投書も含めて、様々な個人や支部からボンの党本部に意見が

寄せられていた25。それらのほとんどは、有給党幹部会員制に批判的な観点か

らの組織改革にかかわる提案であった。選挙後のオレンハウアーの第一反応は

「今こそ基本綱領を」であったが、党内世論の大勢は党指導部の組織改革と人

事の刷新を緊急の課題と認識していた。

組織改革提案の多くに共通していたのは「政治(Politik)と管理(Verwaltung)

の分離」であった。これは戦後SPD再建以来、党本部にあって「決定と執行」

を一手に掌握し続けていた有給党幹部会員の閉鎖的集団、特に連邦議会に議席

を持たない専従党官僚から「政治指導と決定」の権限を奪うべきであるという

要求であった。 「政治と管理の分離」は、かつて1953年選挙敗北後エルラー

が提起した要求であったが、その時は「決定と執行の分離」という「ブルジョ

ワ民主主義の原理」を党組織運営にも通用すべきという議論は、伝統的なSPD

の組織原理にはそぐわないと批判され、葬られていた。

しかし、今回は多くの個人、また地方組織から口裏を合わせたかのように「政

治と管理の分離」が掲げられ、人事の刷新要求がそれに伴っていた1953年

選挙後はエルラーが孤立したが、 1957年選挙後は「党官僚」が劣勢に追い込

まれていた。オレンハウアー指導部に全幅の信頼を寄せる声がなかったわけで

はないが、 「改革派」は相当数の地方組織を引き寄せていたのである26。

(3) 1957年10月の連邦議会議員団執行部選挙
1957年9月選挙敗北直後、オレンハウアーは基本綱韻制定に遭進しようと

したが、 「改革派」は組織改革を求め基本綱領には否定的という対立構図がで

きていた。この綱引きが行われている最中、 1957年10月未に新しく選ばれ

た連邦議会議員団執行部をどう構成するかをめぐって、オレンハウアーと「改

革派」は激突することになった。

エルラーとシュミットの地元である大支部ジュートヴェストは「改革派」の

牙城となっていたが、シェトレ委員長の下で1957年10月19日に開かれた

この大支部の党幹部会では、この3日後に予定されていたSPD連邦議会議員

団新執行部選挙への対応が話し合われていた。

連邦議会議員団執行部の構成がどうなるかについては、シェトレ自身が鍵を

握る立場にあった。というのは、 1953年選挙後、オレンハウアー党首が議員

団長に、メリエス副党首が副議員団長になるという「人事結合」に加えて、有

蝣



給党幹部会員でない副議長団長が1人置かれることになり、これにシ工トレが

選ばれていたからである。そして、オレンハウアーは1957年選挙後も「人事

結合」原則の堅持を前提として、オレンハウア一、メリエス、シェトレの三人

体制を継続するつもりであった。しかし、シェトレは10月19日の大支部ジ

ュートヴ工ストの会議で、メリエスと副議員団長を分かち合うつもりはなく、

いかにオレンハウアーが弾く要請しても副議員団長の再選は固辞すると述べて

いたのである。

有給党幹部会員が弓削＼決定権を行使する党組織は今こそ改められなければな

らないと、シ工トレは10月19日の会議で「改革派」の組織改革要求の実現

を強く支持する姿勢を示した。シ工トレの副議員団長再選固辞の意図は、それ

によってオレンハウア-の書いたシナリオを狂わせ、議員団執行部選挙に実質

的な競争選挙を導入することによってメリエスを落選させて「人事結合」を崩

し、 「改革派」が進めようとした党組織改革への突破口を開くことにあった27。

シェトレをエルラー等と並べて「改革派」に数える見解は一般的ではないが、

オレンハウアーより若干年長で、シューマッハーの同輩として党内に重きを置

いていたシェトレの「改革派」合流は、党改革の帰趨に少なからぬ影響を与え

ることになる。

10月22日に開かれた議員団執行部会議で、 3日前の「反乱計画」通りにシ

工トレは「新しい発展を妨げないようにするため」として副議員団長の再選を

固辞した。これによって、シェトレと抱き合わせでメリエス再選を決めようと

したオレンハウアーの計算は狂った。続いてエルラーはオレンハウアーの固執

する「人事結合」はSPDの発展にはつながらないと批判し、シュミットとヴェ

ーナ-もエルラーの議論をバックアップして連帯を誇示した。

オレンハウアーは、副議員団長ポストをシェトレとメリエスに加えて3名追

加して(「トロイカ」を当てるつもりであったと推察される)計5名にすると

いう妥協案を提示したが、シェトレは固辞を続け、この提案は9対7で否決さ

れた。この後、エルラー、シュミット、ヴエーナ-の三人を副議員団長にする

という動議が賛成11、反対1、その他は棄権で採択されたが、オレンハウア

ーはなおも「人事結合」と副党首の名誉を救おうとして、 4番目の副議員団長

としてメリエスを加えるように主張し、この日の議員団執行部会議は決着が付

かずに終わった。

この間題は10月30日の新しく選ばれた議員団総会の場に持ち越され、 「改

革派」の目論見通り、民主的に全議員の投票で議員団執行部を選ぶという方法
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が採られた。オレンハウアー自身は156票中134票を得て議員団長に再選さ

れたものの、 3人置かれることになった副議員団長はシュミット(131票)、

ヴエーナー(110票)、エルラー(101票)の「トロイカ」が独占し、メリエ

ス副党首は72票で落選の屈辱を昧わされたのである28。

1957年10月30日の議員団執行部人事は、 「改革派」のより大きな目標、来

るべき党大会での組織改革実現と人事刷新に向けての一歩であり、 1957年9

月選挙後の広範な党内世論を背景にしたオレンハウア一に対する警告であった。

ただ、オレンハウアー指導部に対する批判が1957年選挙後強くなったとい

う場合、 「改革派」の攻撃の矛先はオレンハウアーよりも、有給党幹部会員の

中でも連邦議会に議席を持たず党本部で強大な権限を握っていた専従党官僚、

なかんずくフリッツ・ハイネに向けられていた。党本部に寄せられた地方組織

の意見書でも、ハイネを名指して批判するものが目に付く。

「改革派」の連邦議会議員団は徐々にその中に各政策分野の専門家集団を形

成していったのに対し、有給党幹部会員の専従党官僚29は必ずしも全員が担当

分野における卓越した党内専門家として機能してはいなかったし、実際の管轄

は極めて暖味であった。ハイネは報道・宣伝を担当していたが、戦後社会にお

いて変化の著しかったメディアやプロパガンダに関する最新のノウハウを身に

つけた専門家には程遠い伝統的党官僚であった。書記長職は置かれてはいなか

ったが、彼は専従党官僚の筆頭格として党務全般に関わっており、超多忙で報

道・宣伝に専念できなかったにもかかわらず、選挙の度にプロパガンダに関す

る「党内独裁者」として臨んでいた1957年選挙のSPDの敗北は、多分に宣

伝の敗北であったが、ハイネはその責任を負おうとせず、地方の活動家やSPD

系ジャーナリストの「無能と怠慢」を責めており、反感を買っていた0

連邦議会議員は選挙や議会活動を通じて日常的にSPDの外の世界と交渉し、

それを通じてSPDの危機を実感せざるを得なかったのに対し、ボンの党本部に

鎮座する有給党幹部会の専従党官僚は、外の世界とのつながりを失って、閉鎖

的な特権集団化する傾向が生まれていたのである。オレンハウアーの信頼の厚

かった党員ジャーナリストのフリッツ・ゼンガ-は、ハイネが勤勉な党官僚で

あることを認めながらも、 「ハイネはあまりに口を出しすぎる」 「われわれを馬

鹿だというなら、全部ハイネが自分でやればいいじゃないか」という手紙を彼

に寄せた仲間がいたことを紹介し、ジャーナリストを操作しようとするのでな

く、情報を与えて自由に活動させることで信頼関係を築かなければいけないの

に、それに反することばかリハイネはしてきたと批判していた。選挙結果もさ
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ることながら、選挙後のこのような党内状況の方がゼンガーの気持ちを憂欝に

していた。選挙後の党内情勢を見て、 「皇帝は去ったが、将軍達は残った」に

ならないために、 「将軍達」の入れ替えが必要ではないかとゼンガーはオレン

ハウア一に進言していた30。

(4)連邦議会議員団執行部選挙後のオレンハウアーの対応

少し意外なことに、しかし理のあることではあったが、基本綱領委員会は「で

きるだけ速やかに基本綱領を」というオレンハウアーの轍を歓迎しなかった。

「意外なことに」というのは、 1955年に活動を開始した基本綱領委員会は早

期基本綱領制定を目指していたが、 IV-3-(2)に書いたような事情で、なかなか

仕事を前に進められなかったからである。

本来、準備が十分であれば、オレンハウアーの指示は「追い風」となったは

ずである。しかし、 1957年選挙終了まで活動自粛の圧力を受けていたのであ

るから、 1958年の党大会に間に合うように1958年の始めまでに基本綱領草

案件成を完成させよというオレンハウアーの提示した日程は31、基本綱領委員

会にとって過酷な要求であった。

ヴァイサーは、冬の数ヶ月で最終的な案を求めるというのは基本綱領委員会

をないがしろにする要求であり、長年積み上げてきた学問的成果は生かされず、

伝統に接続して未来を示す質的に優れた基本綱領は作れないと、オレンハウア

一に抗議の手紙を送っていた32。

10月16日の党幹部会全体会議では、オレンハウア一に忠実なアイヒラーでさ

え、オレンハウアーの設定した日程では議論を尽くせないまま、間に合わせ的

な基本綱領草案を提示して終わらざるを得ないだろうと、戸惑いを隠していな

かったのである。

さらにこの日の会議では、基本綱領制定に対して、時間不足で草案提示も議

論もできないのではないか(ヴェーナー)、基本綱領は短期で決定できない(ベ

クラー)、綱積は党大会の間の2年間をかけて議論すべきである(エルラー)

と、急ぐオレンハウア一に否定的な意見が相次いだ330

「改革派」の-拠点となっていた大支部ジュートヴ工ストでも、基本綱領そ

れ自体を「将来に禍根を残す」 (シ工トレ)、 「基本綱領はつまるところわれわ

れを助けるのではなく、敵がわれわれを攻撃するのを助けるだけ」 (アレック

ス・メラー)と基本綱領制定を否定的にとらえる意見が続出しており、基本綱

領制定によって党改革が損なわれるかのような否定的な意見が支配的であった
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「改革派」が一致して基本綱領制定に反対しただけでなく、アイヒラーやヴ

ァイサーといった基本綱領委員会の積極的なメンバーでさえ、オレンハウアー

の基本綱領制定スケジュールでは悔いの残らぬ基本綱鏡は作成できないと異を

唱えていた。つまり、基本綱領早期制定を打ち出したオレンハウア-は、 1957

年秋、党内で孤立状態にあったと言って良い。

オレンハウアーはしばしば「調整型の党首」と呼ばれ、強力なリーダーシッ

プを発揮した前任者シューマッハーと対照的とされるが、ことこの件に関して

は、弓削＼意志をもって早期基本綱領制定の方向に党全体を動かそうとした。彼

は10月16日の党幹部会全体会議で、 「拙速は止めよ」という「改革派」の批

判が浴びせられる中、 1958年の党大会で基本綱領の第一読会は断固として行

うという彼の設定したスケジュールを貫徹した35。

そして次の1 1月20日の党幹部会全体会議では、 10月末の連邦議会議員団

執行部選挙の結果を踏まえてオレンハウアーと「改革派」との間で、組織改革

をめぐって激論が交わされた　SPDを指導し決定する機関は党大会で選出され

る党幹部会のみであり、連邦議会議員団が党幹部会に取って代わるものではな

いという原則の堅持については、オレンハウアーも「改革派」も異論はなかっ

た。対立が深刻で組織改革の焦点となったのは、党幹部会をどのように構成し

機能させるかであった。

従来は党幹部会員全員が集まる機会が少なかったので、党規約に明確な規定

があるのではないのに、結果としてボンの党本部に常在している専従党官僚の

有給党幹部会員に権力が集中してしまったのである。 「改革派」の要求はこの

ような有給党幹部会員と、平均月1回の党幹部会全体会議で発言できるだけの

無給党幹部会員という党幹部会の二重構造が解消され、頻繁に集まって実質的

に党全体を指導できる機関として党幹部会が再編されることであった。その具

体案作りをめぐって、議論は進行していった。

この会議で左派色の強い大支部南ヘッセンを率いていたヴィリ・ビル.ケルバ

ッハは、 「頻繁に集まれる規模の小さい党幹部会」と「拡大党幹部会」の二つ

が必要ではないかと提案した。前者は11-13人のメンバーからなり、後者は

40人程度のメンバーからなる。党を指導する幹部は本当の選挙で選ばれるべ

きで、専従党官僚がSPDの政治的指導を掌握するようなことはあってはならな

いと主張した36。

クネーリンゲンはビルケルバッハ提案の「頻繁に集まれる規模の小さい党幹
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部会」に賛成し、それに常任幹事会(Prasidium)という名を当てた。常任幹事

会は党幹部会の中に設置され常設的に機能する最高機関で、有給党幹部会と連

邦議会議員団の不適切な分離が解消されるように党全体を代表するごく少数か

ら構成されるべきであった。またクネーリンゲンは、副党首を二人にすべきで

あると提案した37。

この提案に対してオレンハウアーは、いつも党本部にいて党務に専念できる

有給党幹部会員は必要であるし、党常任幹事全案はそこに入れる党幹部会員と

それ以外の党幹部会員を差別することになるので好ましくないと反対はした。

しかし注目すべき事に、 11月20日の会議ではじめてオレンハウアーは、現在

の党組織がハノーファーのオデオン通りの時代、つまり連邦議会がない占鎮初

期、 SPDが党幹部会以外に代表機関を持たなかった時代につくられたもので、

改革の必要があることを認めた。そして、様々な提案をふまえて党組織改革の

方向を定め、 1958年5月の党大会に向けて具体的組織改革案を作成する委員

会の設置を提案したのである。

そしてオレンハウアーは、この組織改革委員会を二つに分けた。一つは懸案

となっている党指導部の組織改革案を作成する委員会、もう一つはそれ以外の

組織問題全般を検討する委員会である。そして、前者のメンバーとして、オレ

ンハウア-、メリエス、ナオ、エルラー、シュミット、ヴェーナ-、クネーリ

ンゲンの7名を提案し了承された(以下この党指導部改革委員会を「7人委員

会」と略称する)。そして、もう一つの、率直に言って成果をあまり期待され

ていなかった委員会(実際、この委員会は地方組織を検討したが、シュトウツ

トガルト党大会に提案を出すには至らなかった38)にハイネ、クーキル、ルイー

ゼ・アルベルツ、ビルケルバッハ、ベクラー、フランケ、オーリヒ、フイテイ

ングホフの8人を入れた39。

ここで押さえておくべきは、専従党官僚の筆頭格であったハイネと組織問題

担当の有給党幹部会員であったクーキルが党指導部組織改革に関する検討を許

されない委員会に回され、この間題を検討する「7人委員会」の多数派を「改

革派」が占める提案をオレンハウア-自らが行ったことである。 7人のうち有

給党幹部会員は3人(オレンハウア-、メリエス、ナオ)だけであった1953

年選挙敗北後の党改革要求を受けてオレンハウアーが設置した組織改革検討委

員会ではク-キルが座長を務め、工ルラー等の求めた抜本的組織改革運動はこ

の中で封じ込められていったが、 1957年選挙後はオレンハウアーは同じ手法

を用いようとはしなかったのである。
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上記のような構成の「7人委員会」の設置提案は、 10月30日の議員団執行

部選挙とボンに集まってきた党内世論の動向を見て、ゼンガーが勧めたような

「将軍達の入れ替え」の方向にオレンハウアーが舵を切り替えたことを示唆し

ていた。これに対して、 1958年に入ってからも、オレンハウアーのスケジュ

ール通りには基本綱領を制定させまいとする「改革派」の努力は続いていた。

ェルラーは1958年2月に、ヴィリ.プラントがフランツ.ノイマンを倒し

て大支部の委員長になって間もなくのベルリンを訪れ、基本綱領制定の機が熟

しているかの検討はまだ不十分であり、行動綱領序文の拡大で目標は果たせる

のではないかと基本綱領制定に反対する演説を行っていた40。ヘルマン・ブリ

ルはエルラーに「基本綱領問題は党大会の議題からはずされるべきである」と

いう希望を伝え41、シェトレも3月5日の党幹部会全体会議で基本綱領をこの

時期に制定するのは不適切と否定的な発言をした。これに対してオレンハウア

ーは、基本綱領制定はミュンヒ工ン党大会で委任された課題であるとして反対

を退け、彼の方針を貫徹した42。 「改革派」は、オレンハウアーの勢いを止める

ことはできなかった。

(5) 「7人委員会」提案-オレンハウアーと「改革派」の妥協

「7人委員会」は1957年の暮れに設置されたが、その討議経過と党指導部

改革案が党幹部会全体会議に報告されたのは1958年3月4日であった43。

「7人委員会」で最初に討議されたのは二つの原則問題であった。第一の問

題は、二つの党大会の間、党を指導する最高機関は何かという問題であった。

これについては、 SPDを指導する最高機関は党幹部会であり、連邦議会議員団

執行部も含めて他のいかなる機関も党幹部会に代わるものではないという原則

確認をして、もめることなく決着した。

しかし、中央の党幹部会に部分的にでも州を単位とした代表が置かれるべき

か否かという第二の問題は、合意が形成されず退けられることになった。これ

はクネーリンゲンが熱意を持っていた組織改革案であった。その骨子は、党大

会ですべての党幹部会員壷選ぶという党組織規約を変更して、 1 1人(州の数)

の党幹部会員は実質的には州単位で地方組織が選べるようにすべきであるとい

う意見であった。

西ドイツの連邦主義的憲法体制を踏まえ、 SPDの地方組織を州単位で再編し

たうえで党中央においてこれまでより強い発言力を持つような組織改革が行わ

れるべきであるというのは、いかにもバイエルン人クネーリンゲンらしい構想
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であったが、 「バイエルン的」というよりは、抜本的な党組織改革を真剣に指

向した問題提程であった。というのは、オレンハウアー提案では中央指導部改

革と地方組織改革が別々の委員会で論じられることになっていたが、クネーリ

ンゲン構想は両者の改革を連関させるべきであるという提案だったからである。

党再建後も大支部が地方組織の基本単位であったが、これは戦後再編された

西ドイツの州の区画に合わない歴史的境界区分が通例で、大支部一中支部-小支

部というヒエラルキーによる組織硬直化も深刻な問題をはらんでいた。これら

の問題に対処するため州単位で地方組織を再編することは、その必要性は叫ば

れながらも、全体としては遅々として進んでいなかった。

しかし、すべての党幹部会員は党大会でのみ選ばれるというのがSPDの組織

原則であり、この原則は州政治家を中央で排除することを意味しないと、 「7人

委員会」ではクネーリンゲン構想は退けられてしまった。この案には「トロイ

カ」も支持をためらった模様で、かくして、 1958年の党組織改革は、早い段

階から地方組織改革とは完全に切り離されて、ボンの党指導部レベルに止まる

という限界を持ちつつ進行することになった。

党指導部改革の具体案の検討に入って、党幹部会の人数については、副党首

を2人にした上で、従来全部で30人であったところを33人に増やすことに

なった。その構成は、党首、 2人の副党首、財務責任者(Schatzmeiste「)、 4

人の有給党幹部会員、 25人の無給党幹部会員であった。連邦議会議員が党幹

部会全体の三分の一を越えないように人数制限をすべきであるという提案(こ

れは専従党官僚サイドからの要求)が寄せられていたが、 「7人委員会」はこれ

を拒否した44。書記長職の新設についても検討されたが、官僚主義を防ぎ、国

際労働運動の誤りをドイツで繰り返してはならないとして否定された。

党幹部会の選出方法については、 5回に分けて選出すると提案された。具体

的には、党首、副党首、財務責任者、上記以外の有給党幹部会員、無給党幹部

会員の5回である。 「改革派」が攻撃の的としていた有給党幹部会員の特別枠

を「7人委員会」は認めた。しかし、これは以下に述べるように従来からの有

給党幹部会の存続ではなかった。

というのは、前年の秋には反対していた党常任幹事会設置をオレンハウアー

は認め、これが「7人委員会」提案の最重要項目となっていたからである。 33

人から成る党幹部会は、人数の多さもあって頻繁には会議を開けないが、党常

任幹事会は人数を絞り込んで少なくとも週1回は機能的に集まれるようにする。

党幹部会と党常任幹事会の関係については、 「決定機関」はあくまで33人から
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なる党幹部会であるが、その決定の「執行機関」として党幹部会の中に置かれ

るのが党常任幹事会であると説明されていたo

常任幹事会の構成と選出方法について、 「7人委員会」牌では、党大会で選

出されるのは33人の党幹部会員だけで、その中の誰が、また何人が党常任幹

事会員となるかは、党大会後に選ばれた党幹部会員の互選で決めるとされてい

た。党常任幹事会員が党大会での直接選挙によって選ばれてしまうと、彼らが

他の党幹部会員より優越することにな。かねず、党幹部会で決定を下す際に意

見が対立したときに問題が生ずるかもしれなかったo

新設される党常任幹事会は従来からの決定機関である党幹部会の中にある執

行機関で、その上にある機関ではないのである。また、必要に応じて党常任幹

事会員の構成変更は次の党大会を待たずに柔軟に行えるようにするため、党常

任幹事会員は党大会選出にすべきではないと考えられたのであるo

党幹部会を選ぶのは党大会に全権があ。、党常任幹事会をどう構成するかは

選ばれた党幹部会に全権が委ねられるという認識において「7人委員会」に対

立はなかったが、有給党幹部会員の党常任幹事会への関与をどうするかという

決定的な問題については意見の相違が残っていたo党常任幹事会では、無給党

幹部会員の人数が有給党幹部会員よ。多くなることが約束されてはいたが、党

首、副党首、財務責任者以外の有給党幹部会員(専従党官僚)は絶対に党常任

幹事会入。を認めない、という決まりにはならなかったoその限。で、専従党

官僚の関与の程度については暖昧さが残っていたo

この間題は、来るべき党大会で選ばれる33人の党幹部会が、その中から党

常任幹事会構成員を決めるときに決着がつけられるであろうと、 「7人委員会」

では先送。されていたoただ、たとえ党幹部会構成にあたって専従党官僚のr特

別枠」が4人残ったとしても、 「トロイカ」をはじめとして無給党幹部会員が

多数を占めて「改印」主体となることが確実であ。、頻繁に会合する党常任

幹事会の新設によって、従来は党の決定と執行を事実上一手に牛耳ってきた有

給党幹部会は実質的に無力化されることになるoエルラーが「7人委員会」提

案の線でさし当たり可としたのはこの点を評価したからであり45、このような

変革をもたらす党常任締会の設置に「7人委員会」提案の画期性はあったo

党常任幹事会が正式に制度化されたのは1958年5月の党大会であったが、

これは党組織改革に抵抗を続けるオレンハウア一に、 「トロイカ」が党大会で

押しつけたのではなかった。そうではなく、オレンハウアー自らが設置した「7

人委員会」において、彼と「トロイカ」が妥協した共同提案として、 1958年
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3即こは基本的晴が-れていたことを押さえておくべきであろうo

このT7人委員会」提案lま、オレンハウアーの譲歩の方が大きかつ醸彼

と「トロイ加の相互妥協の産物であったo党脚会選挙で-副党首、財

務離者以外にも-酔-の-の存続を認めたことは、 rト

ロイ加のオレンハウア-る譲歩であったOが、党常任幹事会の設置は・

久しくオレンハウ7-がハイネ等と共に唱の伝統-拒否していf= r改

革派lの要求・ T政治と管理の分軌をオレンハウア十が%S>1」'<とを意味す

る。これによって、党脚会決定を事実上行い、かつ執行する特別な党糾

して賦してきた南緯-会は、栗質的に解体されることが1958年3月段

っま。、未解決の調整事項は残ってお。、それをめぐる意見の対立は党大会

障で既定の方針となっていたのであるo

の直前まで党幹-中に那続け藩論の応酬まあつ-皇帝が残って将

軍連が入れ替わるJ方-レンハウアーとrトロイカ」の妥協と緊張をは

らんだ-脚関係」が党改革をめぐって形成されたことを示すのが、党

常任締会の設置を核とするr7人委員会」捷案であったo

ォレンハウアーは-957年連邦齢選挙後-状況にあっ耐0

脚議員団執行部選挙の結果によって、 -がオレンハウアーを倒し

て勝利することが確実-になったと単純には言えないo攻勢に立ったとは

いえ脚の弱みは、党内多数を占める伝紅義者の支持をなお失っては

いないオレンハウアーを解任して、 rトロイカ」の誰かが彼に取って代わるこ

となど実現不可-たことであるoドイツ共産党脚というr前歴」を持

っていfctfx-ナーも、インテリで党務に献身する意欲など持ち合わせていな

かったシュミットも、 T赤旗を捨て去れlと演説して-義者の憤激を買っ

ていたエルラーも、まf=^ルリンでのフランツ・ノイマンとの長年にわたる権

力闘争に勝利を収めたばか。のプラントも、 1958年時点ではオレンハウ7-

を押しのけて党首になることは現実的な選択肢の中になかったo

このような状況の中で、 r将軍連を入れ替えて皇帝は残る-での党組織

改革が、オレンハウアーと-の双方から模索されることlこなったoそ

の帰結がr7人委員釦捷案であったo

(6) l"7人委員釦提案に対する地方組織の反発
すでに触れたように・エルラーをはじめとしてオレンハウアーと直操交渉し

ていた連邦齢議員団のrトロイカi tLこれまでの有給-会の異質的解
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体につながる党常任幹事会設置が実現できれば、さし当たり了とせざるを得な

いと考えていた。しかし地方組織の「改革派」の中には、複雑な党組織改革論

争のプロセスで、党常任幹事会の設置が何を意味するのかについて誤解と混乱

があり、 「トロイカ」の妥協に批判的な人々がいた。

たとえば、エルラーは1958年2月から3月にかけて、 「7人委員会」での

討議が進行中の時、ヘルマン・ブリルと党改革をめぐってやり取りをしていた

が、プリルは党常任幹事会の設置が従来の有給党幹部会を中央集権的に強化し

て終わってしまうのではないかと危悦の念を抱いていた。彼は、連邦議会議員

団と党幹部会を一体化するような党常任幹事会の設置は、その頂点にオレンハ

ウアーを戴いたままでは、比較的自立性を保ってきた連邦議会議員団の党幹部

会への従属をむしろ強め、 「改革派」が求めている本質的な組織改革にはつな

がらないのではないかと憂慮していた46。ブリルの懸念は杷憂であり、有給党

幹部会を実質的に解体できるという党常任幹事会の設置意図を誤解していたの

だが、有給党幹部会員の存続を認める「7人委員会」提案は、不徹底な組織改

革案であると不満を抱く地方の急進的な「改革派」の意向を表していた。

これに対してエルラーは、どんなにすばらしい改革案でも党大会で多数を形

成して通らなければ意味が葱いのであって、今回は党改革の第一歩として、党

常任幹事会設置によって現在の党執行部を実質的に無力化することでさしあた

り可としなければならないと理解を求めていた47。しかし、専従党官僚が、党

幹部会選挙で選ばれずとも裏口から党幹部会に進入できるような組織改正をさ

れないように気を付けなければいけないとシ工トレが述べていたように48、専

従党官僚に対する警戒と不信感には根弓削＼ものがあった。 「トロイカ」の妥協

に批判的な急進的「改革派」は、地方組織に少なからず存在していた。

「7人委員会」提案の概要が報告された1958年3月4日の党幹部会全体会

議で、ハンブルク市長のマックス・ブラウア-は、官僚化した有給党幹部会員

を押さえることが党改革論議の焦点だったのに、その間題が解決された提案と

は見なせないと不満を表明した。彼は党首と副党首以外の有給党幹部会員がど

こまで党常任幹事会に関与できるか暖味なままである点を問題にしたが、ヘル

マン・ファイトも、この提案では有給党幹部会員がまた党常任幹事会で権力を

握る可能性が排除できないと否定的に反応し、提案を練り直すように求めた。

ブリルがエルラーに訴えたような懸念と不満は、地方組織に基盤を持つ無給

党幹部会員にかなり共有されていた。中でも最も強硬に「7人委員会」提案の

一括承認に反対したのは、左派色の強い大支部南ヘッセンを率いていたビルケ
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ルバッハであった。彼は党幹部会構成員選挙を「7人委員会」提案のように5

回に分けて行うのではなく、党首と副党首以外の党幹部会員はまとめて1回の

選挙で選ぶように要求した。つまり、党幹部会員は有給・無給の分離選挙を行

わず、同じ条件の競争選挙によって選ばれるべきであると提案したのである。

これはオレンハウアーが譲れない最後の一線であった。

議論は紛糾し、 「7人委員会」提案を党幹部会提案として認めるか否かは評決

で決せられた。結局、最後まで異論を唱えて反対票を投じたのはビルケルバッ

ハ一人で、あとはファイトが棄権したが、残りは全員が「7人委員会」提案に

賛成して3月4日の党幹部会全体会議は終わった49。 「トロイカ」は「7人委

員会」提案の共同提案者であるから、当然のことではあるが、 4人の有給党幹

部会員の分離選挙を容認した。オレンハウアーと「トロイカ」との間には、 「対

抗的協調関係」が築かれていた。

地方組織の支持をつなぎ止めていたオレンハウアーの反撃によって、 1953

年選挙後の党改革運動が翌年の党大会で挫折に追い込まれた苦い経験が、 「ト

ロイカ」の行動を抑制されたものにしていたのであろう。しかし1958年党大

会に向けては、地方組織のよりラディカルな「改革派」が、 「トロイカ」の妥

協を容認せず、一層の党指導部改革・人事の刷新を求めてゆく。

たとえば、ビルケルバッハは、党幹部会全体会議で彼の提案が否決されても、

来るべき党大会で動議を出すつもりであると強い姿勢を示していた。彼は3月

1 5日の大支部南ヘッセンの幹部会で3月4日の党幹部会全体会議の模様を報

告したが、有給党幹部会員と無給党幹部会員を分けて選挙するやり方にはあく

まで反対してシュトウツトガルト党大会に臨むという方針を確認していた50。

ビルケルバッハは翌年のゴーデスベルク党大会では基本綱領草案に反対の論陣

を張ることになるが51、この「左派」の大立て者は、 「トロイカ」よりも急進的

な党組織改革を要求して働きかけを続けてゆくのである52。

2 1958年5月シュトウツトガルト党大会の前後

(1)基本綱領草案作成過程

自由に会議を開かせてもらえなかった基本綱領委員会の各小委員会は、選挙

後は一転して、多分に強いられてではあったが、活発に活動を再開した。特に

ヴァイサーが小委員長を務めた経済・社会政策小委員会は、当該政策分野だけ

でなく、頓挫して開かれなくなったかつての原則問題小委員会の課題を引き継

いで「現代分析」も担当することになり、全体を牽引する中心的委員会として

活動することになった。
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この小委員会の選挙後最初の会合は10月26日に開かれた。ここでこれま

での成果を総括したアイヒラーの報告は、 1956年6月7日の基本綱領委員会

全体会議での経過報告の繰り返しで、この間、基本綱領制定作業に実質的進展

はなかったことを物語っていた53。

ずっと基本綱領の中核と位置づけられてはいたが、具体案は提示されていな

かった「現代分析」の検討が経済・社会政策小委員会で始まったのは11月28

日であった。 「われわれの住んでいる時代」と題された議論のたたき台を提示

したのはヴァイサーで、それまで彼が「自由な社会主義」を唱道するために書

いてきた諸文章を基礎にした案であった。よって内容的に斬新なものはなかっ

たが、一般党員も読む基本綱領としては歴史哲学的で難解な文章と批判され、

大学のゼミナ-ルでの教授のように振舞うヴァイサーに対しては少なからぬ反

感が示された54。

基本綱領委員会の多数派は「自由な社会主義」の立場に立っているとヴァイ

サーは誇っていたが55、彼の「自由な社会主義」とは「道徳的(sittlich)かつ文

化的な基本的要求」であり、社会主義は文化として把握され、また運動として

独自の「精神的故郷」を提示するものであった。このような「自由な社会主義」

理解は彼独自のものであったし、 「社会主義の基本的価値」については基礎付

けを行わないとしたアイヒラ-を初めとする委員多数の支持を得ているとは言

えなかったのである。

急ぐように命じられても、基本綱領委員会の作業は円滑に進んではいなかっ

た。オレンハウアーは、 1957年12月14日の党幹部会全体会議で、進行中

の基本綱領制定作業はあまりに拙速であるという批判が改めて提起されたなか

で、最終的な制定には至らずとも、 1958年5月のシュトウツトガルト党大会

に基本綱領草案を提出し議論することは絶対に必要と譲らなかった。そして、

基本綱領委員会に対して留意すべき論点を提示し、基本綱領草案提出のタイム

リミットを設定した。なんとそれは、 「1958年2月までに」であった56。

ところで、 1957年選挙まで基本綱領委員会の自由な活動を阻害し卿ナてい

た党内諸委員会間の縄張り争い的な対立、特に「党幹部会付属の経済政策委員

会と基本綱領委員会の経済・社会政策小委員会の関係は最悪である」とヴァイ

サーをして嘆かせた状況は、解消されるどころか一層深刻化していたのである。

ヴァイサーは、連邦議会選挙が終われば党幹部会の経済政策委員会(委員長は

ヘルマン・ファイト)は基本綱領委員会の経済・社会政策小委員会に協力して

くれると期待していたが、経済政策委員会は彼の小委員会に配慮せず、基本綱

23



領の経済政策に関する審議を自ら行う姿勢を示していた。

その結果、同じ問題を異なる人物が担当するという例がままあり、その結果

屋上屋を重ねる作業をしたり、他の委員会の足を引っ張ったりするという耐え

難い状況が生じていたのであった。このような状況下で、オレンハウアーが求

めるように、 1958年2月末までに基本綱領草案を上梓することなど不可能だ

し、無意味であると、ヴァイサーは重ねてもっと時間を与えてほしいとオレン

ハウアー懇請した57。しかしオレンハウアーは、 1958年党大会に間に合うよ

うに基本綱領草案を提示せよという命令を変えようとはしなかった。

オレンハウアーはさかんにオーストリアに習って早く制定せよと指示してい

たが、それはヴァイサーにとって、長年の基本綱領論議の過程で積み上げられ

てきた理論的成果をないがしろにする、憤藩やるかたない指示であった。ヴァ

イサーの考えでは1954年党大会の段階で、 「自由な社会主義」に立脚し、基

本綱領に発展すべき新しい精神の方向性はすでに示されていたのである。問題

は、にもかかわらず、党指導部がその権威をもって「自由な社会主義」を世論

に啓蒙しようとせず、未だに「自由な社会主義」がSPD全体に浸透していない

ことであった。地域により一様ではないが、ヴァイサーが参加した南ドイツの

党活動家の集会では、 80%か1954年の改訂行動綱領の「ベルリン序文」を

知らず、衝撃を受けた。この責任は基本綱領委員会にあるのではないと、彼は

オレンハウアーを批判するようになっていた58。

戦後積み上げられてきた基本綱領論議の成果を尊重し、しっかり準備した上

で1954年の理論水準を凌駕した基本綱領草案を作ろうと思えば、ヴァイサー

の不満はもっともであり、オレンハウアーの設定したスケジュールは破綻を余

儀なくされていたはずである。しかし、ヴァイサーとは異なり、アイヒラーは

不満を抱えながらもオレンハウアーの意向に従順に従い、作業を急いだ。

1958年1月30日の経済・社会政策小委員会では、異論の強かったヴァイ

サーの「現代分析」案に代わって、アイヒラー、パス、ボルトフェルト三名に

よって起草された案が提出された。これは討議を経て基本的に了承され、 1 958

年党大会に提示された基本綱領草案(以下、 「シュトウツトガルト草案」と記

す)の「現代分析」である「われわれの時代の姿」の基礎となっていった590

SPDの基本的経済政策については、 1953年のボーフム経済政策会議と1 954

年の改訂行動綱積によって、カール・シラーの有名な定式、 「可能な限りでの

競争を、必要な限りでの計画を」がSPDの公式政策として掲げられてはいた。

ただし、同じ改訂行動綱領に「石炭、鉄鋼、銑鉄、エネルギーの供給は、完全
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雇用の前提条件である。こうした供給が保障されるのは、原料産業が共同所有

へ移行される場合のみであり」 「原料産業の社会化がドイツ経済にとって特に

必要」 60という一節があるように、 「可能な限りでの競争を、必要な限りでの計

画を」というテーゼの採用は、 「社会化」の放棄を意味してはいなかった。

言うまでもなく、 SPDの社会化政策は共産主義陣営の国有化とは異なり、市

場経済を前提として、特殊限定的分野にのみ適応されると主張されてはいた。

しかし、 「社会化」というシンボルはそれ自体-人歩きをして、 「アカは同じ」

という類の宣伝に利用され、 1957年選挙でもSPDに不利に働いていた。

ヴァイサーは、ある特定の経済部Flに大所有の経済権力が存在すれば、民主

主義的政治秩序が脅かされるという危険は現在でも存在しているという立場か

ら、 「社会化」の必要性は否定しなかった。しかし、その要求を「社会化」と

いう概念を使って訴えるのは許し難い政治的過誤であると批判した。 「社会

化」という概念ではなく、改訂行動綱領の「共同所有への移行」が使われるべ

きであり、同時に、 SPDが財産所有一般に敵対的政党であると誤解されないよ

うに「財産形成の奨励」が重視されるべきであると論じた61。

1957年の選挙戦で、負債の多いシンボルとなっていた「社会化」というタ

ームを使ってしまったと、ヴァイサーに批判されていたのがパインリヒ・ダイ

ストであった。ダイストは、 1957年選挙前と同様に、石炭産業等若干の部門

は今後も引き続き共同所有への移行が必要で、その主張を取り下げることはで

きないと明言していた。が、政敵に攻撃の口実を与えずに「名を変え実を残す」

ための提案として、 「社会化」に代えて「公的管理」 (offentliche Kontrolle)と

いう概念を12月12日の経済・社会政策小委員会で提唱した。

「公的管理」は「社会化」の単なる言い換えではなく、カルテルや独占のコ

ントロール、また投資管理など含めて、民主主義的に責任を持つ機関によって

公的利益をもたらすための広範な経済政策としてアピールできるとダイストは

考えていた。 12月12日の経済・社会政策小委員会で、ヴァイサーとダイスト

は所有政策を始め様々の局面で対立を深めていったが、アイヒラーは小委員長

のヴァイサーをさしおいて、ダイストに基本綱領草案の経済政策作成に一層深

く関与するように要請するようになった62。このように、シューマッハ一時代

から基本綱領準備作業の中心に絶えずいて、 「自由な社会主義」を唱道してき

た旗頭であったヴァイサーであったが、基本綱領草案を作成する段階になって、

次第にその中心からはずされていった。

経済・社会政策小委員会では、経済政策と社会政策を一つの章に統合するか
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否かで対立が深刻化していた。全体としては統合案が優位を占めたが、党幹部

会付属の社会政策委員会を率いていたルートヴィヒ・プレラーは社会政策の独

自の領域を主張して反対した。粁余曲折を経て、経済政策はダイストが、社会

政策はプレラーが遅革の任に当たって別々の章を立てることで妥協が計られた

が、この二つの政策分野の調整は不可避で、その結果プレラーは3回も書き直

しを余儀なくされた63。

アイヒラー自らが小委員長を務めていた「文化状況と教育」小委員会は広範

な文化政策を扱い、小委員会を「青少年と家族」 「新しい隷属」 「学校」 「世界

観と教会」の四部会に分けた。アイヒラーはこれらの部会が個別に作成した草

案を編集し、整合性を持たせ、 「文化的生活」と題した文化政策の章を執筆し

m

SPDの国家論を討議していた憲法政策(Verfassungspoiitik)小委員会は、フ

リッツ・バウアーが小委員長を務め、彼が中心となって草案をまとめつつあっ

たが、 1957年12月に「党最高の法律家」と言われたアドルフ・アルントか

ら厳しい批判を受けた。この小委員会案はドイツ統一の際の新しい憲法草案を

作成するような試みであったが、基本法を前提とした西ドイツ国家や民主主義

に、 SPDがどのような関係如寺つかがまず書かれなければいけないというのが

アルントの批判の要点であった。結局、小委員会案の手直しではいかんともし

がたく、アルントは1958年に入って自ら新たに草案を書き直し、 「法および

国家政策」にまとまってゆくのである。

世界政策小委員会は1 955年の設置の時点ではヴェ-ナーに小委員長になっ

ていたが、この小委員長は基本綱領に関してははなはだ不熱心であり、 「社会

主義の基本的価値」が国際関係にも適用されるべきと考えたアイヒラーとヴエ

ーナ-、エルラー、カルロ.シュミットの合作として書き上げられることとな

った64。

このように、アイヒラーは各章ごとに主たる担当者を定め、各自が書いた草

案をつなげて編集し基本綱領草案を作成することにした。好むと好まざるとに

関わらず、時間不足でそのような方法を採らざるを得なかったのである。それ

でもオレンハウアーの要求したZ月末にはとうてい間に合うはずもなく、各担

当者がパラバラに執筆した原稿がアイヒラーの手元に集まり、膨大な文章の山

を前にして、アイヒラーが途方に暮れつつ編集作業に取りかかったのは1958

年4月の始めであった。そして、アイヒラーが基本綱領草案の「完成」を党幹

部会全体会議に報告したのは、それから1ケ月足らずの4月25日であった6㌔
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この「シュトウツトガルト草案」は全8章66から構成され、ハイデルベルク

綱積の九倍以上の分厚い文書であった。中でも冒頭に置かれ、草案全体の約30%

を占めた「現代分析」は、アイヒラーをはじめとして基本綱領委員会が特に重

視した部分であった。この「現代分析」の構成67を一瞥すれば察せられるよう

に、 「現代分析」は後に続く個別の章で詳細に議論される諸問題の論点とエッ

センスを提示する綱領全体の基盤であり、各論の章を束ねて整合性を与える指

揮者たらんとの意図をもって書かれたが、結果として後続の各章との重複が多

くなってしまった。

また、限られた時間内で分担執筆体制が取られたがゆえに、それまでの議論

の膨大な蓄積を生かした上での統一性と整合性ある基本綱領草案とはなり得ず、

ここ彼処に混乱が生じていた。たとえば、 「社会主義の基本的価値」一つ取っ

てみても、第六章「文化的生活」の「社会主義と教会」では、世界観を異にし

ていても、社会主義政党と教会を含めてすべてが一致して認めることができる

価値として、かねてからアイヒラーが言及していた「自由、公正、連帯、平和」

が掲げられていた6㌔が、 「現代分析」では、 「自由、公正、安全(Sicherheit)、

福祉(Wohlstand)」の四価値が分かちがたく結びついていることが指摘されて

おり69、第二章「民主的社会主義の基本的価値」では、まず「人間の尊厳」が

社会主義的政治の最高目標として掲げられ、続いて「自由」と「公正」が追加

されていた70。加えて第二章では、 「基本的価値」だけでなく様々な「基本的要

求」も一緒に箪じられており、まとまりを悪くしていた.

まさに泥縄式で急造された、不完全で難解な文章であったが、基本綱領草案

は何とかできあがり、 「7人委員会」提案とともにシュトウツトガルト党大会で

討議されることとなった。組織改革と基本綱領問題がシュトウツトガルト党大

会でどのように議論されたかをこれから検討するが、その前に、この党大会で

ヴェーナーが副党首に選ばれることになる経緯を跡づける。

この経緯を細かく追うことによって、ヴェーナー副党首の誕生は1957年10

月末の連邦議会議員団執行部選挙の時とは異なり、ヴエーナ-を含む.「トロイ

カ」がオレンハウアーと対立して押しつけたものではなかったことが示される

であろう。また、それを通じて、 1958年3月の「7人委員会」提案のところ

で指摘した、オレンハウアーと「トロイカ」の「対抗的協調関係」がシュトウ

ットガルト党大会まで続いており、それをベースにこの党大会が設定されてい

たことがうかがえるのである。次の項で、ヴエーナー副党首誕生の経緒を追う。
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(2)ヴェーナー副党首誕生の経緯
オレンハウア一に忠実な副党首であったメリエスは、 1957年秋に連邦議会

議員団副団長に再選を拒絶された後病床に伏し、その訃報がシュトウツトガル

ト党大会二日目の会場に届くという運命にあった。健康状態も含めて、 1957

年選挙後の諸情勢からメリエス副党首の再選は困難祝されていたが、党大会直

前まで、 2人になる副党首を党幹部会が誰と提案するかは確定できなかった。

1957年選挙後、党指導部批判が高揚したにもかかわらず、オレンハウア一

に代わる新党首を立てようという強い動きが顕在化することはついになかった。

1958年5月16日の党幹部会全体会議で、自らが党首に再選されることを前

提に、オレンハウア-が提案した副党首候補はクネ-リンゲンとシェトレであ

った。これに反対して、大支部西ヴェストファーレンのヴ工ルケと大支部南ヘ

ッセンのビルケルバッハなど地方組織の無給党幹部会員が、ヴェ-ナーを副党

首にするよう主張した。

これに対してオレンハウアーは、前年の連邦議会議員団執行部選挙でメリエ

スが副議員団長に再選を拒否された際、副党首と副議員団長を一人の人物が兼

任することは認めないという原則を議員団が定めたのではないかとヴエーナー

副党首の人事に難色を示し∴この日の会議では決着はつかなかった710

この間題は18　日の党大会開会直前まで党幹部会で紛糾を続けた。ヴェーナ

ー自身は繰り返し副党首就任を辞退すると述べていたが、ヴェーナーはすでに

事実上「二番目の党首」になっているという発言に代表される流れが大勢とな

り、オレンハウアーもヴエーナーが議員団副団長を辞することを条件にヴエー

ナーの副党首就任を容認する意向を示した。オレンハウア-は党大会に提案す

る副党首候補を定めるため、無記名投票を行うことにした。結果はクネーリン

ゲンが54票、ヴエーナーが37票、シ工トレが18票、シュミット1票、棄権

2票であった。

しかしこの投票結果を前にしても、ヴェーナーは固辞を続けたのである。ヴ

エーナーを副党首に推した地方組織の「改革派」も、当のヴエーナ-が固持を

続ける以上、引き下がらざるを得なかった。シュトウツトガルト党大会の開幕

直前まで、断続的に二日間にわたって開かれていたこの党幹部会拡大全体会議

の最後で、ヴェーナーはオレンハウアーを改めて支持して、クネーリンゲンと

シ工トレを副党首に提案した。オレンハウアーは、ヴエーナーの対応に敬意を

表し、彼は党常任幹事会で強い地位を占めるであろうと述べ、副党首候補とし

てクネーリンゲンとシェトレを提案すると締めくくった72。
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党大会開始後に、予期せぬ突発的事件が程こらなければ、クネ-リンゲンと

シェトレが副党首に就任するはずであった。 「突発的事件」というのは、党大

会2日目の5月19日になって、副党首に予定されていたシェトレから、この

日心臓発作に襲われ、健康状態を鑑みて副党首就任は困難であるという連絡が

入ってきたことであった。この新しい事態を受けてオレンバンアーは急造党幹

部会全体会議を招集し、ここに至って回辞していたヴェ-ナーも、副党首を受

諾する意志を固めた73。かくしてクネーリンゲンと並んでヴエーナー副党首が

誕生する運びとなったのである。

党幹部会全体会議では、ヴェーナー副党首を待望する意見は地方組織の無給

党幹部会員から軽く出されていたが、 「トロイカ」のエルラーとシュミットは

ヴェーナーを副党首に推す発言は控えていたことに気付く。前年の秋、連邦議

会議員団執行部人事の際は、 「トロイカ」が足並みをそろえて発言しオレンハ

ウア一に挑んでいたが、この時は様変わりであった。確かに、党首と議員団長

以外の「人事結合」を認めないと主張して貫徹したのは「トロイカ」自身であ

ったから、ヴェーナーが副党首に就任すれば、彼は連邦議会副議員団長を辞任

せざるを得なかった。ただそのような展開は、 「トロイカ」、特にシュミットと

エルラーにとって好ましくはなかった。

というのは、前述のように「トロイカ」は1957年選挙前後に形成されたば

かりで、それまでの3人の党内での歩みからも、まだ強固な相互信頼、盟友関

係が築かれていたわけではなかった。シュミットは「左派」に強い影響力を持

つヴェーナーの協力なくして党組織改革は実現できないとヴェーナーとの連携

を追求したのだが、ヴェーナーは蹟躍しつつ「トロイカ」に合流したのであっ

て、 「トロイカ」から抜けたがっているのではないかと警戒心を捨てきれなか

った74。

また、 「ブルジョワ嫌い」のヴェーナーが副党首となって党組織を掌握した

場合、 SPDは「左傾化」してゆくのではないかという懸念を払拭できなかった

750できたての「トロイカ」は、同等の議員団副団長として党常任幹事会に参

画し、オレンハウアーを包囲しつつ共同行動を積み重ねて信頼関係の醸成を目

指すべきであって、その途上にある段階でヴェーナーだけが抜けることは好ま

しくなかった。このような観点から、シュミットはヴェ-ナ-副党首をむしろ

妨げたかったのである。

エルラーもまた、 「トロイカ」以外の「改革派」の誰かが副党首を務めてオ

レンハウアーを包囲する体制を築いた方が、 「改革派」の広がりを示すことに
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もなり、好ましい選択と考えていた76。ヴ工-ナ一一人が副議員団長から抜け、

「トロイカ」の将来の結束を不安にしてまで、ヴェ-ナーを副党首にする必要

はなかった。

クネーリンゲンとシェトレを副党首にするというオレンハウアー提案は、シ

ェトレが率いる大支部に属しているシュミットとエルラーにとって決して不都

合ではなく、むしろ「トロイカ」との連携を配慮した人事提案であったと言え

るのではないか。ヴェーナーが一部地方組織の無給党幹部会員の執捌な懇請に

もかかわらず、また党幹部会全体会議での評決結果がヴェ-ナー副党首を求め

ていたにもかかわらず、副党首就任を固辞し続けたのは、彼の本意は別にして、

この時点では「トロイカ」の結束と、オレンハウアーとの「対抗的協調関係」

を配慮していたからであろう。

つまり、ヴエーナー副党首の誕生は、確かにオレンハウアー党首の意向に添

ったものではなかったが、 1957年10月の連邦議会議員団執行部選挙の時と

は異なり、連邦議会議員団の「トロイカ」が「党改革に抵抗するオレンハウア

ー」を打倒してゆく過程で押しつけたものではなかった。むしろ、オレンハウ

アーとの協調を前提にしていた「トロイカ」、特にシュミットとエルラーの意

図に反して、一部地方組織の突き上げが党大会開始後の「予期せぬ突発的事件」

のおかげで実現したのである。

ヴェーナーの副党首固辞とオレンハウアー提案に対する支持表明は、 「将軍

達を入れ替えて皇帝は残る」という方向で「7人委員会」を通じて形成された

オレンハウアーと「トロイカ」の「対抗的協調関係」がシュトウツトガルト党

大会まで維持されており、それを基盤にシュトウツトガルト党大会が設定され

ていたことを示唆していた。

それは、準備されていた党大会の議事日程にも反映していた。というのは、

シュトウツトガルト党大会の議事日程は、 1956年党大会まで踏襲されていた

構成とは著しく異なっていた。従来は、党首の長大な基調演説とそれに関する

討論が行われた後、その前の党大会で担当分野を定めて選出された専曜有給党

幹部会員が再選を前提として活動報告を行っていた。それに対する質疑応答も

含めて、ほぼ一日を費やす党活動報告は彼らの槍舞台であったが、これがシュ

トウツトガルト党大会ではあらかじめ議題からカットされていた。

この党大会では、オレンハウアーの基調演説は従来通りであったが、続いて

「改革派」のヴェーナーとエルラーが外交・防衛政策、ダイストとファイトが

経済政策、クネーリンゲンとアルントが文化政策に関わる演説を行った。 「将
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軍達を入れ替えて皇帝は残る」という党改革の方針に沿って、オレンハウアー

と「改革派」に主な演説が割り当てられていた。そして、広報・宣伝担当で専

従有給党幹部会員の筆頭格であったハイネには、スポットライトを浴びる機会

があらかじめ党大会の準備段階でまったく用意されていなかったのは、この党

大会での彼の運命を暗に示していた。

(3)シュトウツトガルト党大会

シュトウツトガルト党大会では、かつてオレンハウアーと「改革派」の対立

の焦点であった党常任幹事会の設置はもはや争点ではなかった。対立が残って

いたのは,これまでの経線から察せられるように、党首、副党首、財務責任者

以外の有給党幹部会員(4名)という「特別枠」の分離選挙を認めるか否かで

あった。

この間題が集中的に議論されたのは、党大会3日目の5月21日であった。

ナオが党幹部会を代表して「7人委員会」提案をベースにした党組織改革案を

説明したが、案の定、党首選挙・副党首選挙・財務責任者選挙・上記以外の有

給党幹部会員選挙・無給党幹部会員選挙と、 5回に分けて党幹部会構成員の選

挙を行うという選挙方法の可否をめぐって議論は紛糾した。

最初に討論に立ったキューンは、有給党幹部会を「特別自然保護地区」と邦

輸して、党幹部会員は無給と有給の区別をせずに同じ基準の競争選挙で選ばれ

るべきと提案した77。ビルケルバッハをはじめとしてキューンを支持する地方

組織代議員の発言が続いた後、流れを変えようとオレンハウアーが立ち、キュ

ーンが「自然保護地区」という言葉を使って有給党幹部会員を批判したことに

強い不快感を示しつつ、熱弁を奮って党幹部会提案に理解を求めたが、その後

も分離選挙を否定する代議員が相次いだ。

ヴエーナーは党大会直前の党幹部会全体会譲で、党首、副党首、財務責任者

を除いて、他の党幹部会構成員はやはり一括して選ばれるべきではないかと述

べていたが78、党大会での議論の成り行きを見定めてから終わりの方で立ち上

がった。彼の発言の趣旨は、党幹部会の組織改革案の中心が党常任幹事会設置

にあることの確認にあったが、 「7人委員会」でも党幹部会全体会議でも、有給

党幹部会員をどうやって選ぶかについては意見の相通が存在していたことを暴

露し、最初から有給と無給にわけて選挙するのはオレンハウア一によって貫徹

されたことを示唆した。
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そして、ヴエーナーの個人的見解として、党幹部会員選挙には自由に誰もが

立候補でき、誰が有給党幹部会員になるかは手続きを党大会で定めた上で党幹

部会で決めればよいと考えていると述べた79。この間、オレンハウアーの共同

提案者としてエルラーとシュミットは沈黙を守っていたが、ヴエーナーの発言

は、流れが見えると乗り遅れず、その流れを決定づける際に大きな存在を示す

振る舞いであった。

議長のアレックス・メラーは、 「改革派」の拠点であった大支部ジュートヴ

ェストの一員であった。彼は、党幹部会提案の党組織改革案をワンパッケージ

としてではなく、パラグラフごとに採決していった。そして、討論で反対意見

の多かった党幹部会構成と選出方法に関する§ 17の採決の前に、 「党幹部会は

党首、 2人の副党首、財務責任者、そして29人の党幹部会員から構成される」

という動議の採決を行うことにした。討論でのオレンハウアーの切々たる訴え

は実らず、この動議は、賛成176、反対153、棄権が若干という僅差ではあ

ったが、採択されてしまった。また、党幹部会構成員の選挙は5回ではなく4

回(党首、副党首、財務責任者、その他の党幹部会員)に分けて行うという動

議も賛成196、反対140で採択された80。

このルールに従って行われた党幹部会構成員選挙では、党首にオレンバンア

-、副党首にクネ-リンゲンとヴェ-ナ-、財務責任者にナオが選ばれた810

この4人は党幹部会提案通りの選出であったが、その他の党幹部会員29人は

初めて実質的な競争選挙で選ばれた。これまでの有給党幹部会員の中でアイヒ

ラ-とクーキルは再選されたが、ハイネとゴットへルフは落選した82。

キューンの有給党幹部会批判、オレンハウアーの反論、それを退けての有給

党幹部会員分離選挙の否決、そしてハイネ等の落選に至る一連の劇的な展開は、

確かに「オレンハウアーの敗北」である。そして、この局面だけを切り取って

みると、 「改革派」が党改革に否定的で抵抗を続けるオレンハウアーを、よう

やくシュトウツトガルト党大会で屈服させて組織改革を実現した、という説明

には何も問題がないように見えるかもしれない。

しかし、すでに見てきたように、党常任幹事会の設置によって、決定と執行

の党内権力が集中していた有給党幹部会員の特権的集団が実質的に無力化され

ることは、 1958年3月の「7人委員会」提案によってオレンハウアーと「ト

ロイカ」によって合意され、既定の方針となっていた。そして、暖昧さを残し

ていた専従有給党幹部会員の党常任幹事会への関与について、オレンハウアー

は党大会で、党首・副党首・財務責任者を除く有給党幹部会員(専従党官僚)
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は、党常任幹事会の正式メンバーにはしないという約束を行っていたのである
83

0

ただオレンハウアーは、党本部で党務に専念する有給党幹部会員は党組織が

機能するために必要であり、彼らは誰がどの分野を担当するかを代議員に示し

た上で党大会の投票で選ばれるべきであるという考えを放棄できなかった。ま

た、 「改革派」の批判の矛先が向けられていたハイネは、ロンドンでの亡命時

代からオレンハウア-と共に苦楽を共にしていた個人的関係があり、 「冷遇」

の程度にオレンハウアーと「改革派」との間でズレが生じたのは、理解できぬ

ことではなかった。

いずれにせよ、専従有給党幹部会員分離選挙が残されても彼らの権力失墜は

すでに既定の方針となっており、党大会で分離選挙が貫徹されるか否かという

問題は、党常任幹事会設置によって「将軍達を入れ替えて皇帝は残る」方向で

進むことになっていた、組織改革の帰趨を左右する決定的問題ではもはやなか

ったのである84。

小活

よく指摘されるように、 1958年の組織改革が実現するにあたって、 「トロイ

カ」を核とする連邦議会議員団の貢献が大きかったことを否定することはでき

ない。そして、シェトレが有力な連邦議会議員であると同時に「改革派」の拠

点となる大支部を率いていたように、連邦議会議員団と地方組織は全く別個の

コアだったのではなく、人的には密接な連関があったことは、誤解を招かぬよ

うに確認しておく。その上で指摘したいことは、シュトゥットガルト党大会に

おける組織改革の実現過程を分析する際には、 「改革派」の重層性に留意する

必要があるということである。

というのは、組織改革の核ではなかったが、シュトウツトガルト党大会で実

現した有給党幹部会員分離選挙の廃止は、 「トロイカ」が連邦議会議員団を率

いて実現したのではなく、 「トロイカ」のオレンハウア-との安協である「7人

委員会」提案の一部を了としない、地方組織のよりラディカルな「改革派」に

よる反乱の帰結であったからである。

この決定には、専従党官僚の象徴的存在としてのハイネに対する格別に強い

反感が働いていたが、 1958年3月の党幹部会全体会議で退けられた「左派」

のビルケルバッハの考えが、また　ビルケルバッハとは異なるサイドに立つブ

リルのエルラー宛書簡にあったような不満と危幌の念が、地方組織全体では少
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数派ではなかったことが示された場がシュトウツトガルト党大会であった。ヴ

エーナー副党首を強く要求していたのが地方組織に活動拠点を持つ無給党幹部

会員達であって、 「トロイカ」のシュミットと工ルラーはヴェーナ-副党首実

現を阻止したいと考えていたことも想起すべきであろう。

1954年のベルリン党大会で党改革運動が挫折したのは、地方組織の圧倒的

多数が「改革派」に反感を持っていたからであった。 「どんなすばらしい改革

案でも党大会を通らなければ意味はない」というエルラーの心配は4年前の苦

い体験の教訓であったが、 4年前とは、また2年前のミュンヒェン党大会と比

べても、 「党官僚」を取り巻く地方組織の状況は異なっており、工ルラ-の自

制を不要のものにしていたのである。

従来の研究では、一般にシュトウツトガルト党大会で実現した組織改革、ま

た有給党幹部会員分離選挙の廃止という党大会での「オレンハウアーの敗北」

の局面にスポットライトが集中し、党常任幹事会設置に至るプロセスについて

は分析が不十分であった。が、 1958年の組織改革の意義を理解するには、党

大会で実現した制度改革の結果だけでなく、実現過程も重視すべきであること

が、本稿の分析によって示されたのではないだろうか。

シュトウツトガルト党大会で実現した党組織改革の核は、 SPD再建以来、党

内で絶大な権力を行使していた、有給党幹部会員集団の実質的解体を意味する

党常任幹事会の設置であったが、それは組織改革に抵抗するオレンハウア一に

「トロイカ」を中心とする「改革派」が党大会で押しつけたものではなかった。

そうではなく、オレンハウア-の設置した「7人委員会」におけるオレンハウ

アーと「トロイカ」の妥協の帰結として、 1958年3月には党常任幹事会の基

本的枠組みが合意されていたのである。この過程でオレンハウアーと連邦議会

議員団の「トロイカ」との「対抗的協調関係」が形成され、シュトウツトガル

ト党大会に至っていた。

シュトウツトガルト党大会で選ばれた計33人の党幹部会員は1958年6月、

オレンハウア-、ヴェ-チ-、クネ-リンゲン、ナオ、エルラー、シュ.ミット、

ダイスト85、シャンツェンバッハ、そしてシェトレの計9人を党常任幹事会員

に選んだ。そしてこの9人は合議で、党常任幹事会における管轄を申し合わせ

た86。

党常任幹事会は党幹部会の決定を執行する機関で、従って党幹部会の中にあ

り、党幹部会の上に立つ機関ではないと繰り返し説明されていた。しかし、党

幹部会全体会議が月一度のままであったのに対し、週一度の頻度で集まる党常
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任幹事会は、時を経ずしてかつての有給党幹部会に相当する、 SPDの実質的最

高機関として機能するようになっていった87。

有給党幹部会との違いはその構成にあった。かつての有給党幹部会では専従

党官僚が圧倒的力を奮っていたのに対し、党常任幹事会9人のうち連邦議会に

議席を持っていなかったのは副党首のクネ-リンゲンとナオだけだったOクネ

ーリンゲンは連邦議会議員でなかったとはいえ、バイエルン州議会のSPD議員

団長を1946年から1962年の長きにわたって務めており、議会人でない専従

党官僚の系譜に連なるのはナオ88のみであった。彼を例外として党常任幹事会

では専従党官僚は背景に退き、党常任幹事会員を事務的に補佐することに止め

置かれるようになった。

このように1958年の組織改革を期に専従党官僚が後退し、連邦議会議員が

党常任幹事会の場で弓削＼力を発揮するようになったのはつとに指摘されている

とおりである。ただこのことをもって、 「党幹部会の優位」から連邦議会議員

団が解放されたとか、党幹部会と議員団の力関係が逆転した画期と、組織改革

をとらえることは適切であろうか。最近の研究では、連邦議会議員団は徐々に

その中に各政策分野の専門家集団を形成していったことにより、 1958年党大

会以前に実質的には「党幹部会の優位」とは言えない関係が件られていたこと

が強調されている89。

「党幹部会と議員団のどちらが優位に立ったか」という文脈で1958年の組

織改革をとらえるよりも、党常任幹事会の設置によって、党幹部会と連邦議会

議員団の中核の人的かつ組織的一体化が実現し、 SPDの最良の人材が結集した

機能的で強力な党指導部が樹立されるようになったことを重視すべきであろう。

そして、 「SPDの伝統からの断絶」と言いうる党常任幹事会の新設は、オレン

ハウアーと「トロイカ」の「対抗的協調関係」を基盤として、混乱なく実現す

る運びとなっていったのである。

3　ゴーデスベルク綱領制定の最終段階

(1)シュトウツトガルト党大会での議論と論点の整理

前節で検討したように、シュトゥットガルト党大会は組織改革の面で意義深

い成果をあげたのであるが、基本綱領に関しては、オレンハウアーが望んでい

た早期制定は危機的状況にあることを確認する場となってしまったのである。

「泥縄式の急ごしらえ」であった「シュトウツトガルト草案」は、党幹部会提

案ではなく基本綱領委員会の提案としてシュトゥットガルト党大会に示された

が、案の定、はなはだ不評であった。
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基本綱領とは、 「その多数が小学校しか出ていない人間の集団のために決め

られるのであるということを忘れてはならない」、 「難しいことをわかりやすく

述べる工夫が必要で、訳の分からない表現を一掃するべきである」 gOといった

類の批判が繰り返しなされた。内容に立ち入る以前の問題として、草案の長さ

や表現の難解さが拒絶反応を強くしていた。説明に立ったアイヒラーは、修正

提案と今後の議論の活発化に期待することを表明して、議論を煮詰めることな

く退散せざるを得なかった。

基本綱領草案が提示されたとはいえ、シュトウツトガルト党大会は基本綱領

早期制定へ弾みをつける党大会とはならず、提出された草案を基礎とし、部分

的手直しをして早期に基本綱領制定に持って行くことは極めて困難であること

を認識させただけに終わっていたのである。事態は、かなり深刻であったo

ところで、クロツバッハやケーザ-をはじめ、後続の研究で依拠されること

の多いハンスーヨアヒム・マンの研究は、基本綱領委員会が設置されてからゴ-

デスベルク綱領採択までを4つの時期に区分している91。第1期は、本論文で

これまで検討してきた時期、すなわち1955年3月の基本綱領委員会設置から

1958年5月の「シュトウツトガルト草案」提示までであるO第2期はシュト

ゥットガルト党大会以後1959年夏までの、 「シュトゥットガルト草案」をめ

ぐって党内論議が行われた時期である。そして第3期を、党内論議を受けて

1959年9月に新基本綱領草案(以下「第二草案」と略)が発表されるまで。

そして、第4期を「第二草案」の公表から1959年11月バート・ゴーデスベ

ルク臨時党大会で基本綱領が採択されるまでとしている。

以下の本稿の分析は、マンの区分に従えば第2期以降のゴーデスベルク綱領

制定過程を詳細に跡づけるが、ゴーデスベルク綱領に関わる研究史を踏まえて、

以下の論点を念珠に置きつつ分析を進める。

基本綱領委員会の座長であったアイヒラーは、 1958年春から1959年秋に

かけて約350回もの党員集会で基本綱領について講演し、全党的な基本綱績

論議を盛り上げたというマン論文の一節は9Z、後続の研究でよく引用される。

そして、ケーザーは「ゴーデスベルク綱領は党内コンセンサス形成の表現であ

り、一歩ずつ進められた変化が最終的かつ誰にでもわかるように示されたので

ある」と書いている93。

このように、シュトウツトガルト党大会での基本綱領草案提示によって、そ

れまで活発であったとは言えなかった基本綱領をめぐる党内論議が高揚し、そ

れを汲み上げて修正するという民主的手続きを踏んだ合意形成の帰結が、 「第
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二草案」を経てのゴーデスベルク綱領制定であったという解釈が示されている。

ただ、ゴーデスベルク綱領制定に関わる研究史を振り返ると、上記のような

ゴーデスベルク綱領の画期性については-般に強調されているが、意外なほど

に、その制定過程については詳細な分析がなされないままであったことに気付

く。たとえば、基本綱領草案は二度作成されているが、この二つの草案は著し

く異なっていた。このことはよく言及されるが、ではなぜ、いかなる経緯で、

「シュトウツトガルト草案」と「第二草案」がかくも異なる草案となったのか

についての掘り下げた分析は不十分なまま、 「党内コンセンサス形成」 「民主的

手続きを経ての合意形成の帰結」が語られてきたのではないだろうか0

本稿では、 「シュトウツトガルト草案」から「第二草案」作成を経て、ゴーデ

スベルク綱領が採択されて行く過程の詳細な分析を試みることにより、ゴーデ

スベルク綱領制定を「民主的手続きを経ての合意形成の帰結」と評価すること

が適切かの吟味を行う。

もう一つの論点は、ゴーデスベルク綱領を特定の個人の功績に帰すことを意

図しているのではないが、ゴーデスベルク綱領の「生みの親」、また「主たる

超革者」は誰だったのかの検討である。ゴ-デスベルク綱領はアイヒラーの名

前と結びつけられ、 「ヴィリ>・アイヒラ1-ゴーデスベルク綱領の父」 94という

論考があるように、この問いに対してはアイヒラーの名前が通常あげられる。

酷評にさらされた「シュトウツトガルト草案」を取りまとめた後、実際のとこ

ろ、アイヒラーはどのような役割をゴーデスベルク綱領制定過程で果たしたの

であろうか。

(2)シュトウツトガルト党大会後の混迷状況

「シュトウツトガルト草案」に満足している関係者は誰もいなかった。ただ、

その見直しをどこが中心になって行うかについては、基本綱領委員会に引き続

き委ねる、とはならなかったのである1957年9月選挙が終わるまで、基本

綱領委員会の活動を妨害し続けていたSPD内の委員会間対立(基本綱領委員会

と党幹部会付属の各政策委員会の対立)は、シュトウツトガルト党大会以後再

び顕在化し、深刻さを増していた。

シュトウツトガルト党大会で経済政策演説を担当し、常任幹事会員にも選ば

れてSPDを代表する経済政策家としての地位を固めたのが、ダイストであった。

彼は、ファイトに代わって党大会後に党幹部会付属経済政策委員会の委員長に

なった。
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ダイストは党大会で、 SPDが経済成長の政党であると評価されるための日常

的政策提示を行う必要性を力説していたが95、 「私有財産」 、 「公的管理」

(offentliche Kontrolle)、 「共同所有」 (Gemeineigentum)を彼の経済政策演

説のキーワードとした96.そして、国家が経済社会の自由をなおざりにするな

らそれは人権を傷つけることだというヒルファーディングの最晩年の論考を共

感を持って引用し、社会主義の目的として「自由」をことのほか重視した97。

ただ、ダイストは「自由な社会主義運動にとって考慮の対象となるのは、経済

の自由な秩序である」と述べたように、 「自由」は「秩序」という概念と結び

つけられていた98。

党内左派の論客で、ゴーデスベルク綱領採択に反対することになるベータ

ー・フォン・エルツェンは、ダイストの経済政策演説は「自由」という概念を

中心に置いたが、この「自由」は企業家や自営業者の「自由」をあまりに一面

的に評価しており、彼らよりはるかに多い数百万の被雇用者の「自由」につい

てはあまり考慮されていないのではないかと批判した99。そして、 「共同所有」

が被雇用者に何を与えることができるのか不明確であるとして、ダイスト演説

をふまえた党幹部会提出の経済政策に関する提議204は、経済政策に関する

綱領的原則を定める決議になるから、この党大会では採択すべきでないと主張

した。しかし、このような意見は少数派で、提議204は圧倒的多数で採択さ

れた100。

このように、経済政策については、ダイストを中心に、 1958年の党大会決

議によって基本綱領で定めるべき指針が先取り的に決められていたのである。

そして、この「実績」を背景にして、ダイストは基本綱韻の経済政策部分の見

直しは、基本綱領委員会ではなく、ダイストが座長を務めることになった経済

政策委員会で行うと宣言した。

本来、党幹部会付属の経済政策委員会は基本綱積のような原則的問題ではな

く、党大会で付託された課題や、緊急の経済政策を討議する実務的政策委員会

であった。彼自身、 「シュトウツトガルト草案」の経済政策の章を担当したが、

あまりに時間不足でまとめなければいけなかったので、租税政策については何

も書けず、はなはだ不満足であった。しかし、その改善を基本綱領委員会で行

おうとはしなかった。ダイストの理解では、基本綱領委員会は、 4-6人の寄

せ集め原稿である「シュトウツトガルト草案」の提示を以てその任務を終えた

「アド・ホック委員会」であった。 「シュトウツトガルト草案」によってアイ

ヒラーの基本綱領委員会は面目を失い、もう頼りにはできないという厳しい意
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兄が表明されていた101。

ダイストは基本綱領草案を練り直すための論点を提示し、それに対応させて

「ェネルギー経済の共同経済的秩序」 (座長ダイスト)、 「中間層政策」 (座長ラ

ンゲ)、 「計画的経済政策の手段」 (座長シラー)、 「所得及び財産配分」 (座長ヴ

ァイサー)、 「経済権力の管理」 (座長エイネルン)といったワーキング・グル

ープを設置し、基本綱領草案見直しに意欲的に取り組んだ102

経済政策委員会の一員でもあったヴァイサーは、基本綱領委員会の頭越しに

基本綱領草案の見直しが進みつつあることに危機感を強め、 12月23日にダイ

ストに書簡を送った。経済政策委員会で基本綱領について議論する際には、ア

イヒラーを経済政策委員会のメンバーではないからといって排除せず、招くよ

うにヴァイサーは要請したが、聞き入れられることはなかった103。

1959年1月23-24日に開かれた経済政策委員会で基本綱績問題が議題と

なったが、議論は紛糾した。たとえば、かねてからフリッツ・バーデは「主要

問題の解決は生産手段の社会化によってのみ解決される」 104という見解を崩そ

うとしていなかったが、このような考えは多数派でないにせよ、まだ消えては

いなかった。ダイストは1957年選挙後は「社会化」という言葉を使わず、 「公

的管理」を掲げていたが、 「尭同所有」との違いも含めて、経済政策委員会全

体の理解を得るのは国難であった。 「社会化」 「公的管理」 「共同所有」をめぐ

って、基本綱領に経済政策の原則をどう刻み込むかについて経済政策委員会で

の意見の対立はまだ大きかった。ダイストは意気込んで取り組もうとしたが、

この混乱した会議の後、経済政策委員会で基本綱領草案の練り直しを行うこと

は断念されていった105

同じような混乱は、他の所でも起こっていた。たとえば、社会政策について

は「シュトウツトガルト草案」の社会政策を書いたプレラー(党幹部会付属社

会政策委員会の長)とシエレンベルク(連邦議会議員団の指導的社会政策専門

家)との連絡が悪く、協力関係ができていないことが嘆かれていたのである106

(3)混迷からの脱出

エルラーは「シュトウツトガルト草案」に強い不満を持っていた。 「シュトウ

ットガルト草案」には-貫した思想の流れが認められず、基本綱領たるにふさ

わしい言語表現によって書かれてもいない。草案は多くの個別分野の専門知識

を有する人々が書いた論文をアイヒラーが大変な思いをして要約したものであ

ろうが、 「われわれの最良の力は残念ながら日常の仕事に忙殺されており、基
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本綱領の形成作業に関与する余裕がずっとなく今日に至った」 107のである。

さりとて、エルラ-は、そしてヴ工-ナーやシュミットも含めて「改革派」

のリーダーは、シュトウツトガルト党大会後も相変わらず「日常の仕事に忙殺」

され、率先して「シュトウツトガルト草案」見直しの先頭に立つことはできな

かった1958年党大会から1959年前半にかけて、 「シュトウツトガルト草

案」の練り直しをすべき時期は、原爆死反対運動(Kampf dem Atomtod)、シ

ュトウツトガルト党大会決議を受けての再軍備・安全保障問題の再検討、 1958

年秋以来のベルリン危機、 1959年に入ってはドイツ・プランと、 「最良の力」

は確かに目前の政治課題に時間をとられていた。

「シュトウツトガルト草案」のわずかな手直し程度では基本綱領として採択

できない、という一致は党内にあった。しかし、ではどこが中心になって、ど

のような見直しをするのかについては確固たる方向が定まらず、 1959年1月

23-24　日の経済政策委員会での紛糾を見て察せられるように、混迷の度を深

めていたのである。

基本綱領早期制定が危機に陥ったこの時期、党常任幹事会はあたかも退路を

断つように、 1959年1月26日の会議で、 「シュトゥットガルト草案」に対す

る修正提案の受付締切を6月30日にすること、基本綱領採択の臨時党大会を

11月13-15日に開催するという日程を定めた。と同時に、 「シュトウツトガ

ルト草案」に対するコメントをオーストリア社会民主党(SPO)のベネディク

ト・カウツキーに依頼することにした108

作成日は明確ではないが、 「シュトウツトガルト草案」とカウツキーが中心

になってまとめたSPO基本綱領を比較したアイヒラ-のメモがある109　Sp凸

の基本綱領は、起草委員会(カウツキー、クライスキー、クレンマ-、ピーバ

ーガー)が1957年の党大会に草案を提出し、その後多数の修正提案が出され

て新草案が作られ、 1958年5月14日の特別党大会で採択された。

内容を見ると、若干の点に相違はあった。たとえばキリスト教会に対する対

応に関して、 SPO基本綱領は「宗教は私事である」にとどまっていたが、 「シ

ュトウツトガルト草案」はカトリック教会との対話集会を受けてその伝統的原

則から脱却し、教会との共有性を強調する方向に進んでいた。

また両国の社会民主党ともに、もはやかつてのマルクス主義政党ではなかっ

たが、経済政策に関してはSFOがまだ「社会化」や計画を明確に肯定していた

のに対し、 「シュトウツトガルト草案」はむしろ自由な企業家イ二シアテイヴ

肯定の方が強調されていた。しかし全体として見た場合、内容的には意見の-
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致の方が優勢であるとアイヒラーは評価していた。

顕著な差が認められたのは、文体や構成であった。 SF均の基本綱領は「意識

的に明噺かつ短い言葉で、義務教育を終えた人なら誰でも読める言葉」で書か

れており、文体も統一されていた。また「現代分析」はなく、バランス良く構

成され、各章のタイトルも適切であった(SPOの基本綱領は「社会主義者の原

則」 「国家と社会」 「経済」 「社会政策」 「文化」 「社会主義一現在と将来」の6章

構成であった)0

これに対して「シュトウツトガルト草案」は学術論文的様式で、理論的すぎ

た。また「法及び国家政策」の章はアルントが、経済政策はダイストが担当し

たので、文体の不統-が顕著であり、全体の構成を見通すのも容易ではないと

自己批判されていたO分量は、 SPOの綱積が16貢半であったのに対し、 SPD

の草案は48頁と三倍近い長さであった。ちなみに、ハイデルベルク綱領は5

頁半であった。

すでに指摘したように、 1957年選挙直後から、オレンハウアーは繰り返し

「オーストリアの党を参考に」と指示していた。これに対して、党内には「ベ

ネディクト・カウツキーの仕事の景帽写を行うがごときは良くない」、さらに「ド

イツには老いてしわの寄った小国であるオーストリアとは別の議論すべき問題

がある」 110という反感もあった。

が、シュトウツトガルト党大会でアイヒラーが、 SPOは基本綱韻問題では「い

つもわれわれの一歩先を行っていた」 111と述懐していたように、 SPD指導部の

間では基本綱領問題について、 SPOに対するある種の劣等感めいたものがつき

まとっていた。オレンハウア-は1959年に入って、行き詰まり状況を打破す

るため、カウツキーの直接関与を求めるに至ったのである。

カウツキーがSPDの常任幹事会に出席し、求められていた「シュトウツトガ

ルト草案」に対するコメントを行ったのは5月6日であった。彼はSFOの基

本綱領制定の経験を説明し、 SPDの基本綱領新草案作成に関与する用意がある

と述べた。

引き続いて討議が行われ、最後にオレンハウアーがこの常任幹事会の決定を

以下の5点にまとめた。 (1)短縮と簡潔化を日的とし、 「シュトウツトガルト草

案」に対して寄せられた修正提案を参考にして、新たな「第二草案」を作成す

る。決定された「第二草案」は、基本綱領委員会ではなく党幹部会の提案とし

て臨時党大会に提示される(2)基本綱領によって1952年の行動綱領は無効と

なる。以後は、基本綱領に基づいて、現実問題に対する政策や選挙綱領が作成
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される(3) 「第二草案」では「現代分析」を削除する(4) 「第二草案」の作成

は、党幹部会に直属し、党幹部会が新たに選任する少人数からなる基本綱領編

集委員会(以下「編集委員会」と略)に委ねられる。既設の基本綱領委員会と

意見の不一致・トラブルが生じた場合には、 「編集委員会」を優先する(5) 「第

二草案」の原案は7月21日に予定されている党幹部会全体会議で検討される
112

0

二つの決定が注目される。それはこれまでの経緒を踏まえると、相当に思い

切った決定であった。一つは、基本綱領委員会が綱領の「土台にして中心」と

多大の時間を費やし、心血を注いできた「現代分析」 (Zeitanalyse)が全文削除

されるという決定であった。 「現代分析」は、アイヒラーやヴァイサー等が戦

後積み上げてきた学問的・理論的検討のエッセンスとして、基本綱韻の中心と

なるはずであった。もう-つは、アイヒラ-が率いてきた基本綱領委員会が綱

領作成の最終段階で棚上げされることが正式に決まったことである。ヴァイサ

ーは、 1959年に入ってからも基本綱積委員会の経済・社会政策小委員会座長

の立場から、長文で短縮不可能な数多くの修正案を送り続けていたが、もう敬

遠されるだけで相手にされていなかった113

5月6日の常任幹事会では新設の「編集委員会」の構成員は未定であったが、

オレンハウアーがその中心にすえようとしていたのは、当時ドイツ通信社

(dpa)に勤務していたジャーナリスト、フリッツ・ゼンガーであった114 1957

年選挙後の危機に際して、 「皇帝は去ったが、将軍達は残った」にならないよ

うにと、オレンハウアーに手紙を書いたゼンガ-である。

オレンハウアーがこの件でゼンガーと初めて連絡を取ったのは4月29日で

あった。この席でオレンハウアーは「シュトゥットガルト草案」を「基本綱領

草案ではなく、草案のための文書」と位置づけ、 「理論過剰、形式を簡潔化し

わかりやすく短い文章で」書かねばならないと批判した上で、新基本綱領草案

の作成を、これまで基本綱領委員会に全く関与していなかったゼンガ一に依頼

した。当時ゼンガーはまだdpaに勤務している立場から即答を避けたが、オレ

ンハウアーはゼンガーヘの依頼は決定済みであると述べ、 dpaを速やかに辞職

してこの仕事に専念するように懇請した。

今こそ基本綱領制定の決断が必要なのだと強調するオレンハウアーの強い要

請に抗しきれず、ゼンガ-が新基本綱領草案作成の仕事を引き受ける返事をし

たのは、 「編集委員会」の設置を決めた党常任幹事会の2日後、 5月8日であ

った。オレンハウアーは、理論家を遠ざけ、エルラー、アルント、シエレンブ
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ルク等の実務的専門家と相談しながら仕事を進めるように指示した。理論家は

もう「彼らの仕事を終えた」のであって、 「永遠の哲学的議論」には今こそ終

止符を打たなければならない、 「知性に偏った華貰な表現は必要としない。現

代語で書くように」。さらに彼が強く求めたのは、草案が一度全体を通して一

人の人物によって書かれるべきだということであった115

「編集委員会」の構成が確定したのは5月11日の党常任幹事会で、ゼンガ

-、カウツキー、 『ハンブルグ・モルゲンポスト』の編集者であったパインリ

ヒ・プラウネの三人が「第二草案」のたたき台を作る実務的な小委員会を構成

し、オレンハウアーとアイヒラーが検討段階で加わるということで、この5人

が正式なメンバーとなった116

この常任幹事会決定を追認し、党の正式決定の場としたのが5月26-27日

に開かれた党幹部会全体会議であった。興味深いことに、この会議で、最後の

最後まで基本綱領制定に反対の主張を展開したのが、後に「ゴーデスベルク綱

領のSPDを代表する政治家」として宰相になるヘルムート・シュミットであっ

た。彼は、様々な解釈の余地を残す基本綱領が制定されても修正の試みが繰り

返され、 SPDではイデオロギー闘争がずっと続いているという印象を与えかね

ないとして、基本綱領を制恵せず、 1951年の社会主義インターナショナルの

フランクフルト宣言のようなテーゼの提示をもって代えた方が良いと主張した。

これに対してヴェーナーは、基本綱領を制定するという党幹部会の決定がす

でに下された後で、それを覆すような議論などすべきでないとシュミットに反

論した。ダイストは「1918年から1933年の日和見主義の時代は今日もなお

恐怖の記憶である」と、ヴァイマル時代のホフガイスマール派につながる青年

社会主義者としての挫折の経験から基本綱領制定を強く主張し、エルラーも基

本綱領制定を支持した117

1959年5月の時点では、 1957年連邦議会選挙後は基本綱領に消極的、と

言うより極めて妨害的であった「改革派」のリーダーは、オレンハウアーの基

本綱領制定スケジュールを支持するようになっていた。またオレンハウアーも、

ゼンガ一に新草案作成の依頼をする際に、基本綱領委員会の理論家よりも「改

革派」とよく相談するように指示をしていた。これは、組織改革をめぐる「7

人委員会」提案が合意されてゆくプロセスで形成された、オレンハウアーと「ト

ロイカ」との「対抗的協調関係」を基盤にして、ゴーデスベルク綱積制定も実

現していったことを示唆していた。

1959年に入って「シュトウツトガルト草案」見直しが混迷の度を深めてい
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たさなか、オーストリア人の助力を請うてでも早期基本綱領制定のための決定

的方向付けを行い、 「編集委員会」を設置したのは、組織としては党常任幹事

会であったが、その中心にいたのは「改革派」ではなくオレンハウアーであっ

た。基本綱積制定が1959年1月に動かせない日程として確定されてからは、

組織人としての義務だけでなく、内容的に関与しないまま基本綱領を制定され

るのは得策でないという判断が「日常の仕事に忙殺」されていた「改革派」に

働き、彼らは関与の度合いを深めてゆく。しかし、 1959年中にいかなる困難

があろうとも基本綱領を採択するという流れを作り、主導権を離さず、ヴェー

ナーやエルラー等の「改革派」を巻き込んでいったのはオレンハウアーであり、

その逆ではなかった。

(4) 「第二草案」作成過程

ゼンガ-はオレンハウア-のたっての要請で引き受けたものの、戸惑いは大

きかった。一党員として関心は持っていたが、彼はこの時まで基本綱領制定に

関与する場にいたことはなかったのである。彼はまずオレンハウアーの指示に

従って、カウツキーの助言を得るために5月30日ヴィ-ンに出向いたが、期

待はずれに終わった。 「カケツキーは二時間ばかりを割いてくれただけで、お

もしろくない様子だった。 (中略)彼は『シュトウツトガルト草案』を全く役

立たずの文章だと言った」、この訪問は「全く無駄だった」 118のである。

オレンハウアーは、 1959年5月に設置した「編集委員会」において枢要な

役割をカウツキーに期待していた。カウツキーは5月6日の党常任幹事会では

「関与」を承諾したものの、ゼンガ-とのこの話し合いを経て、カウツキーは

特殊SPD的状況に通じているわけではないこと、二つの党の基本綱領が文体ま

で似通ってしまうのは好ましくないこと、時間が十分にとれないことをあげて、

「第二草案」作成に中心的役割を果たすことを辞退したい旨をオレンハウア一

に伝え、以後はゼンガーを中心に作業を進めるよう提案した。そしてSFOの経

験から得た知恵として、以後はごく少人数の間で作業を行い、基本綱領をめぐ

る党内論議をむしろ避けるようにとの助言を与えていた119

そしてカウツキーは、 「編集委員会」にエルラー、ヴェーナ-、クネ-リン

ゲン、ダイスト、アルントを加えるように提案したが、オレンハウアーは、 5

月11日に確定した5人に特に正式な委員の追加は行わず、 「編集委員会」に

必要に応じて必要な人物を呼んで引き入れる権限を与え、柔軟に対応すること

とした120

ゼンガーもオレンハウアーも、 「第二草案」を件成するには「シュトウツト
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ガルト草案」の「短縮と簡潔化」、表現や文体の手直しという「編集件業」で

はいかんともしがたく、青少年・婦人問題をはじめ欠落していた問題も含めて、

全く新しい基本綱領草案を作成しなければいけないという判断を固めていた。

しかし、当初はあてにしていたカウツキーの実質的関与なしに、やり遂げねば

ならなくなったのである。

「編集委員会」が設置されたのは、 6月　30　日を締切として「シュトウツト

ガルト草案」に対する修正提案が党本部に寄せられていた最中であったし、多

くの党員は「シュトウツトガルト草案」を基にして一年以上にわたって綱領論

議を続けていた。ゆえにオレンハウアーも、 「編集委員会」は「シュトゥット

ガルト草案」の「短縮と簡潔化」を目的とした編集のための委員会であると対

外的には説明していた。しかし、その実「編集委員会」は、 「シュトウツトガ

ルト草案」にとらわれない新草案を作成する新基本綱領委員会となっていたの

である。

オレンハウア-は、ゼンガ一に新草案の作成を急ぐように命じた。 7月　21

日の党幹部会全体会議にたたき台を諮ることが決められていたし、その前にカ

ウツキーを交えての「編集委員会」での検討が7月4日に設定されたから121、

1959年5月まで基本綱領轟員会に関与していなかったゼンガ一に与えられた

時間は、実質的には一ケ月もなかったのである。ゼンガーの突貫作業が始まっ

v^p

新基本綱領草案となる「第二草案」第一稿を、ゼンガーがオレンハウア一に

提示したのは6月21日であった。 「ボン、午前1 0時。オレンハウアーと二

人きりで会い、第一稿を提示した。彼はそれを読み、我々は一項日ごとに話し

合った。私はほとんど資料を用いず、前に置かれていた乱雑な書類を読まなか

ったと伝えた。様々な理念や思想が無秩序的に交錯しているように思われたの

で、私はそれにとらわれずに書かねばならなかった。意図的に『シュトウツト

ガルト草案』を読み直すことはしなかった」とゼンガーは記した。この「第二

草案」第一稿に対してオレンハウアーは、 「個々の点について話し合わなけれ

ばならない。多分、多くの点について」と答えた122　この第一稿にはほとんど

の頁に修正を求める線が引かれ、これもまた1959年夏の最終段階で大幅な手

直しを余儀なくされるのである。

7月　3-4　日に「編集委員会」が開かれ、オレンハウア-、アイヒラー、ゼ

ンガ-、カウツキー、ヴェーナーが参加した。この会議に討議の基礎として提

示されたのは6月21日のオレンハウアーとゼンガーの話し合いを受けて翌日
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書き直されたもので、この日の検討を経て第二稿が出来上がった。カウツキー

は以後は手紙を通じてのコメントに止まり、 「編集委員会」に直接参加するこ

とはなかった。

この会議前の草案では、 「社会主義の基本的価値」について「自由・公正t

連帯・平和・福祉」が記されていたが、この会議を経て「平和・福祉」が削ら

れ「自由、公正、連帯」の三価値に絞られた。そして、基本的価値はヒューマ

ニズムと古典哲学とキリスト教倫理に根差すという最終案の表現がかたまった
123

0

そして、 7月7日に党幹部会拡大全体会議が開かれた。この会議は、性急に

基本綱領を制定すべきではないとして綱領議論の継続、党大会の延期を要請す

る意見が噴出した最後の会議でもあった。この要求に対してオレンハウアーは、

以下のように反論した。基本綱領をめぐって対立のあるすべての論点について

議論を尽くして一致に至ろうとすれば、なお3年くらいの時間は必要であろう

が、そうしていると何時までたっても基本綱領は採択できない。 1959年のう

ちに長年引きずってきた基本綱領をめぐる論争に終止符を打つことが必要で、

1960年の定期党大会では次の年の連邦議会選挙に向けて具体的な選挙・政府

綱領件成に集中したい。基本綱領と政府綱領が入り乱れた議論が1960年党大

会で繰り広げられ、混乱を来す事態だけは避けなければいけない、ど240

つまりオレンハウアーは、基本綱領をめぐる党内の合意形成はまだであるこ

とを率直に認めた上で、イデオロギー論争や形而上学的議論に傾きがちな基本

綱領論議からSPDを解放し、選挙で政権を獲得するための政策論議と実践活動

に1960年以降のSPDを集中させるために基本綱領制定を急ぐべきことを主

張し、意見の集約をはかったのである。 7月　7日のこの会議は、オレンハウア

ーが1961年の連邦議会選挙では首相候補とはならず党務に専念することを正

式に宣言した場でもあり125、その「自己犠牲」を前にして、もはや誰も基本綱

領制定を熱望する党首に異論を唱えることはできなかった。

この後「編集委員会」は各方面と接触を計り、 7月21日の党幹部会での議

論を経て、 28　日には開店休業を余儀なくされていた基本綱領委員会が久方ぶ

りに開かれた126。当然のことながら、委員長のアイヒラーは別として、綱領制

定の最終局面で実質的関与を封じられたままであった基本綱領委員会の活動的

メンバーには不満が露程しており、多くの修正要求が出されたが127、 -回きり

の意見聴取にとどまり、基本綱領委員会は綱領制定の最終段階では蚊帳の外に

置かれたままであった。
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8月11日、ゼンガーはオレンハウア-、アイヒラー、ダイスト、ブラウネ

宛に、この日まとまった最新の草案(彼の計算では「第二草案」第七稿)を経

過報告を添えて送付した。ゼンガーは仕事に取りかかった時点から、経済政策

については表現の工夫では如何ともしがたい対立が党内にまだ残っていること

に戸惑っていたが、ダイストと頻繁に会合を重ね、経済政策については最終的

にダイストの稿が取り入れられることになった128　ヴァイサーは諦めず、多く

の修正提案を寄せていたが、相手にされることはもはやなかった。そして、 8

月13　日にゼンガ-、ブラオネ、アイヒラー、ダイストが集まって詰めの検討

を行い、この日の「編集委員会」で「第二草案」の骨格はようやく固まった129

7月初めに「編集委員会」が開かれてから、ここに至るまで幾多の構成・内

容上の修正が行われた。たとえば、 7月21日の党幹部会では「現代分析」の

復活というわけではないが、基本綱領に短い序文をつけることが決定され、パ

インリヒ・プラウネがその起草を担当することになった130　当初この序文案に

は資本主義と共産主義を等置して批判し、 「百年来、資本主義の歴史は凄まじ

い戦争の歴史である」と断定する表現があったが、 8月13　日の稿では資本主

義を厳しく批判する部分は全部削除され、 「これがわれわれの時代の矛盾であ

る」で始まる、簡潔な序文となった131

また教会とSPDとの関係をどう規定するかについては、 7月初めの段階では、

世界観を異にしていても基本的価値は共有できるという「シュトウツトガルト

草案」のメッセージの域をでなかった。が、 8月13日の稿では大幅に書き換

えられており、グスタフ・ハイネマンの提案を受けて「自由なパートナーとい

う意味での協力関係」を目指すという、より積極的な関係が追求されるように

なっていた132

『フォアヴェルツ』の投書欄での議論は別として、 「第二草案」作成過程で

spDとマルクス主義との関係をどう書くかで「編集委員会」が紛糾した形跡は

ない。シューマッハーが「社会主義者となる動機の多元性の承認」の中で三つ

の動機の一つとして明示した「マルクス主義的経済分析方法」については、 「第

二草案」では何も言及されることはなかった。マルクス主義の否定が明言され

ているのではないが、 1954年の綱領的文書では「想起すべき遺産」とされて

いたマルクスの業績についても沈黙されていた。

ただ、 「沈黙」されていたのはマルクスやマルクス主義、また階級闘争のよ

うな概念だけではなかった。ラサールについても同様だったし、また、ベルン

シュタインや修正主義に依拠した議論も「第二草案」作成過程では認められな
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い。

夏休み明けの9月3日の党幹部会全体会議で、 8月13日の稿の各章が読み

上げられて討議が行われた後、一部修正のうえ「第二草案」は承認された133

かくして、 「第二草案」は綱渡り的突貫作業によって、 1945年以後積み上げら

れてきた綱領論議を総括したとは言いかねる経線で、作成されたのである。

「第二草案」作成に中心的役割を果たしたゼンガーは、基本綱領委員会の精

力的な委員達のような理論家ではなく、ジャーナリストを職業としながら、一

党員として日常的な義務を果たす過程で政治や労働組合にかかわってきた人間

であった。決定的な理論を基本綱領に入れようとしない人物であることが、オ

レンハウア一によるゼンガー抜擢の理由でもあった。ゆえに、 「第二草案」は

厳密にはゼンガーの「単著」ではなかったし、 「社会主義の基本的価値」など

アイヒラーの努力の一部は受け継ぎながらも、全体としてはゼンガーが戦後の

政治的観察から下した経験的判断が反映することになった。

そのような所が、ゴーデスベルク綱領の内容は、 SPDが自治体レベルの実践

で積み上げてきたことの追認にすぎなかったという評価につながってゆくので

あろう。そのような側面は否定できないが、しかし、 「追認」に帰し得ない綱

領的主張も看過できぬこと: 「シュトウツトガルト草案」と比べて「第二草案」

は本質的に新しいことを含んでいない「短縮と引き締め」ではないことは、後

述する本章の3-(6)における分析からも了解されるであろう。

(5) 「第二草案」公表からゴーデスベルク党大会まで

「第二草案」は、 9月10　日に『フォアヴェルツ』紙上で公開された。一般

党員の目に触れたのは、この時が最初であった。 「第二草案」は、アイヒラー

等がシュトウツトガルト党大会以後300を越える党員集会で基本綱領につい

て話した際の基本綱領草案の「短縮と引き締め」とは言いかねる、新しい基本

綱領草案となっていたのである。

基本綱領制定の臨時党大会は11月13　日に定められていたから、 「第二草

案」に新たな修正提案を出すために与えられた時間は実質的には二ケ月もなか

った。多くの修正提案が寄せられたものの、議論を尽くす時間的余裕などある

はずはなかった。ただ、ジャーナリストの芋になる「第二草案」は、 「シュト

ウツトガルト草案」よりは簡潔で読みやすい言葉で書かれていたのは大方の認

めるところであった。

ヘルムート・シュミットは5月の党幹部会で基本綱領制定に異論を唱えてい

たが、懐疑的にならざるを得なかった「シュトウツトガルト草案」と比べて、
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「第二草案」は大いに改善されたと評価する手紙をオレンハウア一に送ってい

た134

1958年にフランツ・ノイマンとの長年にわたる権力闘争に勝利を収めたヴ

ィリ・プラントが率いていたベルリンSPDぱ35、 1959年5月の党大会では、

拙速を避けるべきとして基本綱領制定のゴーデスベルク党大会を延期するよう

に求めていた。しかしプラントは「第二草案」を掲載したベルリンSPDの機関

紙に一文を寄せ、基本綱領制定に前向きな姿勢を示し136、 9月26日にこの間

題をめぐってベルリンSPD党大会を改めて開催した。

フランツ・ノイマンは伝統的な党マルクス主義的立場から「社会化」を主張

して反対し、 「第二草案」に「階級」や「階級闘争」という言葉がないことに

反発したが、プラントは代議員の多数派を「第二草案」に基本的賛成の方向に

まとめることができた。とはいえ、急いで基本綱領を決めようとする党中央の

方針、時間不足に対する不満は党大会決議ににじみ出ていた137

ヘルムート・シュミットとプラントは、周知のように後に「ゴーデスベルク

綱韻のSPDを代表する政治家」として名を成すが、興味深いことにこの二人の

政治家は、いずれもゴーデスベルク綱領制定に最後の段階まで否定的だった

人々に属し、容認に転じためは「第二草案」公表後だったのであるO

オレンハウアーは、 「第二草案」に対する修正は最小限度にして基本綱領採

択に持ってゆく方針を立てていたが38、シューマッハ一時代から基本綱領問題

に熱意を持って取り組んできた学者や専門家の横やりはひきも切らなかった。

かつて1954年のメーレム会議で、基本綱領の原則をめぐって激しく対立した

「自由な社会主義」のヴァイサーとマルクス主義に立つアーベントロートは、

それぞれの立場から「第二草案」を批判して、大部の修正提案を出した。ゼン

ガ-はこれらに目を通したが、 「これは例外なく書斎の机で生まれたもの」と

批判し、現実的かつ実践的な基本綱領を書かねばならないという立場から「彼

らの書いた優れた準備作業は残念ながら用いることは出来ない」と退けた139

オレンハウアーも彼と同意見で、彼らを無視して既定の方針通り作業を続ける

ように指示をした140

(6)ゴーデスベルク綱領の採択

党大会では、 「シュトウツトガルト草案」とは異なる新草案の提出を受けて

新たな議論が必要なのに、 9月10日に公表、 11月中旬に採択ではあまりに時

間が不足していている。ゆえに、基本綱領の採択は見合わせるように衷める提

読(Antrag)がブレーメンなどから寄せられていた141。
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多くの党員が、公表されて間もない「第二草案」の文面を理解していないと

いう指摘は間違ってはいなかった。これに対してオレンハウア-は、 「第二草

案」は一年半前の「シュトウツトガルト草案」に対して「基本的に新しいこと

は含んでいない」ので時間不足ではないと、強弁した。そして、 1960年党大

会では翌年の選挙のための政府綱領に集中するために、是が非でもその土台で

ある基本綱領は1959年に仕上げねばならぬと理解を求めた142　議論の末、基

本綱積採択延期を求める提議は否決された。そして、この党大会で審議の対象

となるのは党幹部会が提案している「第二草案」 143のみであり、それ以外は原

則として議論の対象とはしないという党幹部会の提案が初日の午前中に認めら

れた144

この決定は何を意味していたか1959年6月30日が締切であったが、1958

年党大会以後の「高揚した党内論議」の帰結として、 「シュトウツトガルト草

案」に対する修正提案が党本部に寄せられていた。中には修正提案というより

は、 「シュトウツトガルト草案」とも「第二草案」とも異なる独自の構成と内

容を持つ対抗草案があった145　しかし、これらは実質的にはゼンガーを中心と

した「第二草案」作成過程で生かされることはなく、 「第二草案」の提示をも

って処理済みとされた。すなわち、 「高揚した党内論議」の成果は、ゴーデス

ベルク党大会では議論する機会も与えられずに葬られることが、党大会の冒頭

に決められたのである。

以下、 「第二草案」の構成(1序文、 2社会主義の基本的価値、 3人間的社

会のための基本的要求、 4国家秩序、 5経済、 6社会秩序、 7文化的生活、 8

国際共同体、 9われわれの道)に即して、その内容と党大会での議論を追って

ゆく。

序文に続く第一章「社会主義の基本的価値」については、 「現代分析」の放

棄により社会主義的な変革のビジョンが示されなかった上に、 「自由、公正、

連帯」が「社会主義の基本的価値」というのでは、ブルジョワ政党の理念と異

なるところはなく、何がSPDと他の政党を分かつのか暖味であるという批判が

繰り返し寄せられた146

しかし、綱領制定者達にとっては、 「社会主義の基本的価値」が世界観的な、

特殊社会主義的価値でないことがむしろ大切であった。というのは、 「基本的

価値」とは、哲学的な基礎付けを「切行わないことによってカトリックも含め

て様々な思想信条を持つ人々が共有できる倫理的価値であるべきで、この「基

本的価値」と政治目標において一致できる人々の共同体
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((おsinnungsgemeinschaft)としてSPDをアピ-ルしたかったからである。

かつて「基本的価値」の哲学的基礎づけの断念はアイヒラーにとっては挫折

であったが、むしろ「SPDの将来にとって必要不可欠の原則」と積極的に受け

止められるようになった転機は、 V-2-(2)-Bで検討した1958年1月のミュ

ンヒェンにおけるカトリックとの対話集会であった147。

この場で確認されたのは、社会において実現すべき価値については一致でき

ても、一致できている価値の基礎付けになると争いが生じるということであっ

た。これを受けて、価値の基礎付けで争うことは止め、価値の実現こそが大切

であるという認識が肯定的に受け入れられ、そのメッセージが「社会主義の基

本的価値」の章に込められたのである。 「基本的価値」の共有がSPDとカトリ

ックとの和解の基礎になることが期待されていた148

またこの「基本的価値」には、アイヒラーがドイツの労働運動に刻みたいと

考えた「倫理的革命」のメッセージが受け継がれていた。 「倫理的革命」とア

イヒラーが呼んだのは、様々な社会的規範、理念、宗教、世界観は、たとえそ

の根拠付けをめぐっては対立が解けなくても、 「基本的価値」の共有によって

実践活動における一致は可能であり、そのための努力が義務として社会主義者

には課せられているという融我である。ゴーデスベルク綱韻で掲げられた基本

的価値である「自由、公正、連帯」とは、政治と倫理を仲介するこのような理

解を象徴化し、綱積化したものであった149

アイヒラーは基本綱領委員会では実に様々な思想的潮流の人々を束ね、自分

の奉ずる「倫理的社会主義」を主流にしようとして、古い伝統に対する復讐を

試みたりしたことはなかった。 「自由、公正、連帯」という社会主義の「基本

的価値」がゴーデスベルク綱領に刻まれたからといって、それは路線としての

「倫理的社会主義」の優位や勝利を意味していたのではなかった150

「シュトウツトガルト草案」の「法および国家政策」は、 SPD内にまだ弱く

はなかったマルクス主義国家論を退けるに貢献したアドルフtアルントが執筆

したが、 「今日『代議制民主主義』と称しているものは、実際においては民主

主義と正反対で、経済的に圧倒的力を持つグループの覇権である」 151というよ

うに、連邦共和国の民主主義の現状や議会制民主主義の形式性に対する批判が

強調されていた。また、民主主義はそれ自体目標であって手段だけではないと

言う場合も、 「階級社会から階級なき社会への移行は、民主主義を通じて以外

にはない」という文脈で「階級社会」や「階級闘争」が語られていた152。

これに対して、 「第二草案」の「国家秩序」の章は基本法の遵守と、クネー

51



リンゲンが「社会主義とはあらゆる領域における民主主義の実現である」と述

べたように、民主主義の無条件肯定に尽きていたと言って過言ではない153 「階

級闘争」や「階級社会」については沈黙されていた。

注目されるのは、 「シュトウツトガルト草案」にはなかったことであるが、

「第二草案」では「国家秩序」の章のなかに国防に関する節が盛り込まれたこ

とである。このことは、この修正を推進したエルラーにとって意義深かった。

なぜなら、国防に対するSPDの基本的姿勢が民主主義を肯定する「国家秩序」

の章に組み入れられたことにより、 「国防の肯定」がSPDの民主主義国家に対

する肯定的関係と明確に結びつくものとされたからである。

国防軍もSPDが肯定する民主主義国家権力の一部として存在している以上、

国防軍との信頼関係の樹立は重要な課題と認識すべきであった。よって、 「国

防の肯定」は積極的に示すべきものであり、国防を強いられたやむを得ざるも

のと主張したり、 「自由で民主主義的秩序の防衛」と「国防」を区別するよう

な提案は、エルラーやヴ工-ナーによって厳しく退けられた154

二つの草案の経済政策をまとめたダイストは、政治的力に転化して民主主義

を危機に陥れる巨大な経済的力に対する警戒を強く持ちながらも、歴史的経験

から経済の自由と他の自由との間に密接な関連のあることを重視すべきと考え

た。よって、国家の関与の限界はどこにあるのかを考慮しつつ、 「自由と秩序

の調和」を実現するための手段を追求することを基本綱領の課題としていた。

ゴーデスベルク綱領の経済政策と言えば、 1 953年のボーフム経済会議や「ベ

ルリン序文」ですでに掲げられていた「可能な限りでの競争を、必要な限りで

の計画を」というシラーのテーゼが有名になったが、党大会で議論が沸騰した

のは、 SPDの経済政策の「決定的基礎」を何と基本綱韻に刻むかであった0 「第

二草案」では「自由な消費選択、自由な職場選択、自由な企業家イ二シアテイ

ヴは決定的な基礎であり、自由な競争は自由な経済政策の重要な要素である」

155という文面があったが、ゴーデスベルク党大会では「自由な企業家イ二シア

テイヴ」を三つの「決定的基礎」から除外すべきという提案や、搾取と隷属の

廃止を掲げながら、その源である「自由な企業イ二シアテイヴ」という資本主

義的経済秩序概念を奨励するのは矛盾であるという反対意見が出された156

「自由な消費選択、自由な職場選択、自由な企業家イ二シアテイヴ」の三つ

をワンセットにして、 SPDの経済政策の「決定的基礎」とすることには強い抵

抗が示された。討議の末、 SPDの経済政策の「決定的基礎」としては「自由な

消費選択と自由な職場選択」を残し、 「自由な企業イ二シアテイヴと自由な競
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争」は「決定的基礎」ではなく「重要な要素である」と言い換えることで妥協

がはかられた157

もめた経済政策のなかでも最も異論が噴出したのは「所有と権力」の節であ

った。 「公的管理」 (offentliche Kontrolle)を「社会化」に代えて用いるべきで

ぁるという政治的判臥また「公的管理」とはどのような政策を意味するかに

っいては、 「シュトウツトガルト草案」作成段階からダイストの構想は基本的

に一貫していたo r公的管理」とは、ゴーデスベルク党大会での議論を整理す

ると、 ①単なる監視、 ②競争を阻害する合併や独占企業の管理、 ③価格政策、

投資政策等を通じての操作、 ④法的措置によって特定の経-柁共同所有へ

移行させる、という四つの管理形態が想定されていた158。

「共同所有」 (Gemeineigentum)への移行は、 「公的管理」の合法的掘態と

して現代国家が放棄してはならない政策ではあった159しかし、私的所有の影

響力を限定し、民主的生活秩序形成のための手段として、他の手段をもってし

ては如何ともしがたい場合に限。適用されるのであって、社会主義の原則とし

てドグマ化してはならないことが脚され、 「共同所有」の対象となるべき分

野のカタログを示せという要求は拒絶された160

フランクフルトを中心とする大支部南ヘッセンは、 「第二草案」の「公正な

社会秩序の形成を妨げないならば、生産手段の私的所有は社会の保護を要求す

る権利を持つ」という文案に反対し、 「公正な社会秩序の形成を妨げない場合

においてのみ」に変えるようにという修正提案を提出した(提譲160),また、

r共同所有」への移行は例外的に行われるだけであるというニュアンスの「第

二草案」のテーゼに反対し、 「大経営の圧倒的力から自由を守るために共同所

有は必要である」という積極的-こ変えるべきであると要求した(提議161).

これらr組の修正提案の擁護に、組織改革では「改革派」の急先鋒であっ

たビルケル′ヾッハをはじめとする南ヘッセンの代議員は、繰。返し立ち上がっ

た161。

これらの修正提案はい-も否決されたが、賛同者は大支部南ヘッセンの代

議員23人を上回ったo有効投票数340のうち、提議160に対しては89名、

修正提案161には99名が賛成した162党幹部会が否決を勧告した提議のな

かでは、例外的といってよいくらいに反旗を翻した代議員が多く、ゴーデスベ

ルク綱額の中でも-党員の違和感が強く残っていたのが「所有と権加であ

ったことがうかがえるo

しばしばゴーデスベルク綱- SPDが「社会化」を放棄した画期と言われるo
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が、ここで補足的に確認したいことは、 CDU/CSUが共産主義と結びつけて攻

撃の対象としていた「社会化」はゴーデスベルク前にすでに放棄されていたが、

spDが「他の手段をもってしては如何ともしがたい場合に限り」容認するとし

ていた「社会化」は、 「公的管理」の一選択肢である「共同所有」としてゴー

デスベルク綱積にも残っていたのである。

社会政策に関しては、 「第二草案」作成過程で、 「国民年金」 (Volkspension)

と「国民健康サービス」 (Volksgesundheitsdienst)が基本政策として刻み込ま

れそうになった。 「国民年金」はスウェーデンの年金制度をモデルとしており、

社会保険方式でなく税を財源とし、基本的に受給者すべてに同額の固定年金を

支給しようとするものであったo 「国民健康サービス」は、国家機関の行う事

業と理解されているイギリスのNational Health Serviceをモデルにした構想

で、現行の様々な疾病保険を国家機関が吸収し、医療機関の「社会化」を前提

にしてると解釈されかねなかった。

プレラーやアウア-バッハらSPDの社会政策専門家は8月13日の稿までは

残っていた上の二つの基本政策概念に強く反対し163、 「第二草案」では「国民

年金」に替えて社会保険方式の「最低限の年金」 (Mindestrente)、 「国民健康

サービス」に替えて「健康虎険」 (包sundheitssicherung)が採用された。この

議論は、 SPDの社会政策専門家が「先進福祉国家」のスウェーデンやイギリス

の政策をモデルとする路線から転換し、 19世紀以来の「社会国家」の伝統を

踏まえて基本綱積の社会政策を構想していたことを示唆する。

プレラーとアウアーバッハの意見が党大会の当Elまで対立を続けていたのは、

「第二草案」の「経済」と「社会秩序」を統合して一つの章にすべきか否かで

あった。プレラーは社会政策が独立の章として立てられることに固執し、 「第

二草案」ではこの考えが入れられていた。しかし、アウアーバッハとシェレン

ブルクは統合案を支持していた。

社会秩序とは狭い意味での社会政策に限定されるものではないし、経済政策

の章で「所有と権力」 「所得と財産分配」など社会秩序に関わる分析が行われ

ていた。また、社会政策的要求は経済政策と不可分であるから、 「経済」と「社

会秩序」は統合して「経済および社会秩序」とすべきと、アウアーバッハは提

案の根拠を説明した。結局、党大会では統合案が採択された164 「第二草案」

の章立て構成が党大会で変更された唯-の例がこれである。

「文化的生活」と題された文化政策に関する章は、 「第二草案」では「宗教

と教会」 「学校」 「科学」 「芸術」の四節に整理されていた。なかでもSPDの従
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来の基本政策からの転換との関わりで議論が集中したのは、社会主義と宗教と

の関係、学校間題をめぐってであった。ここも、 「社会主義の基本的価値」の

章と同様、 1958年1月のカトリック教会との対話集会の影響、カトリック教

会との和解への志向がゴーデスベルク綱領形成過程で強くなっていったことが

うかがえる。

「シュトウツトガルト草案」でも教会との和解が志向されてはいたが、資本

主義勃興期の秩序が人間の尊厳を踏みにじっていたことに対する道徳的抗議か

ら社会主義的労働運動は生まれたのに、教会がそれに理解を示さなかったこと

が不幸な対立につながったという類の教会批判が残っていた。これに対して「第

二草案」では、社会主義と教会の関係の歴史的回顧が全面削除されることによ

って、教会批判が姿を消した。そして、 「最終的真理の告知」は、社会主義政

党ではなく教会の領分であることを、ゴーデスベルク綱積は認めたのである165

また、 「社会主義は宗教に代わるものではない。 SPDは教会・宗教団体に敬

意を払い、その特別な任務と独自性を尊重する。 SPDは教会・宗教団体が公的

に保護されることを肯定する」という言明は、シューマッハーの時代にも放棄

できなかったSPDの伝統的な宗教政策であり、カトリックとの対立を激化させ

てきた「宗教は私事である」という原則を自ら退けたことを意味する。教会に

対する公的助成を肯定するがゆえに、またすでに戦後は国家と教会の相互独立

が既定事実となっているがゆえに、党大会では綱領で「国家と教会の分離」を

ことさら強調する必要はないという考えが多数を占め, 「国家と教会の分離」要

求もSPDの基本綱領から姿を消した166。

また、 「シュトウツトガルト草案」では、未来に向けてSPDと教会との新し

い関係をどう規定するかについては暖味であったが、 「第二草案」は一歩踏み

込んで、 「SPDは常に自由なパートナーシップという考え方で、教会・宗教団

体と協力する用意がある」との呼びかけを行った。党大会では「自由なパート

ナーシップ」 (freie Partnerschaft)という概念で現されたSPDと教会との関係

規定に対して、強い異論が出された。ベーター・フォン・エルツ工ンによれば、

spDと教会は相互独立をお互いに尊重することが重要で、個々の構成員がある

課題に関して協力しあうことはあろうが、そもそも教会とSPDは異なる次元に

立っており、連立相手になり得るわけではない。ゆえに、 「自由なパートナ-

シップ」という概念は意味を持たないと主張した167

これに対してアルントは、 「民主主義においては政党は国家を支え国家を共

に形成する存在である。そのような党であらねばならないがゆえに、政党は国
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家と教会が自由に、そして独自の責任を持ってお互いに独立して向かい合って

いる関係に参加する」のであって、それが「自由なパートナーシップ」である

と説明した。この関係規定の生みの親であったグスタフ・ハイネマンは、教会

とSPDの違いを十分に認識してはいるが、この二つの団体は共に現代民主主義

社会において公的な生活や意志の形成に関与しているのであって、 「自由なパ

ートナーシップ」という概念はそのような二つの団体の接し方を述べたもので

あり、両者の評価をしようとしたのではないと強調した168

またルートヴィヒ・メツガーは「自由なパートナーシップ」とは、 SPDと教

会が異なるレベルに立つ存在であることを前提として、むしろそれにもかかわ

らず、対話が必要とされていることを相互に認識し、また対話の相手がお互い

を同等のパートナーと見なして自由に意見を交換することを求めていると答え

た169 「宗教と教会」の節に関して、部分的な表現の変更は若干あったが、基

本的骨子の変更を党幹部会は断じて認めようとはしなかった。

ゴーデスベルク綱領で初めて打ち出された画期的な転換は、 「宗教は私事で

ある」 「国家と教会の分離」という伝統的政策を放棄し、 「自由なパートナーシ

ップ」という概念を打ち出した教会との関係において顕著であった。そして、

それを促したのは何よりもカトリック教会との関係改善への意欲であった。キ

リスト教が政党政治的に反民主主義的な目的に利用されないためにも、 SPDと

カトリック教会との間にあった誤解と対立の解消が西ドイツにおける民主主義

秩序の安定と定着にとって本質的な一前提であるという問題意識が、ゴーデス

ベルク綱領の根底に存在していた。

また学校間題も、 SPDとカトリックの関係改善にとって重要であった。カト

リックが宗派別学校を要求し続けたのに対し、 SPDは宗派合同学校を原則とす

べきと譲らず、これが両者の敵対関係の一因となっていたからである0

「シュトウツトガルト草案」では、宗派合同学校を推進する従来の基本政策

がまだ明示されていた170。しかし「第二草案」では従来からの原則、すなわち、

「自由と民主主義、寛容、多元的価値観の承認と学校は切り離せない」という

主張は同じであったが、従来はその主張の必然的帰結とされていた宗派合同学

校を学校制度の基本とすべきであるという議論は引っ込められていた0 「第二

草案」では宗派別学校と宗派合同学校のどちらを原則とするかについては直接

言及せず、学校教育における親の共同決定(Mitbestimmung)が言及されるにと

どまっていた。

カトリック教会が宗派別学校を主張した際の論拠が、公権力ではなく親に子
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供がどのような学校に通うかを決める権利があるという「親権」 (Elternrecht)

の主張であったことを想起すると、この変更は宗派合同学校を原則と掲げない

ことによって、 SPDがカトリックに譲歩する方向に転換し始めたことを示唆し

ていたと解釈できる。

ゴーデスベルク党大会では、 「宗派の違いなしに」という文言を復活させるこ

とによって、宗派合同学校をSPDの学校政策の原則とするように求めた修正提

案が出されたが否決され、学校教育における両親の「共同決定」を「関与」

(Mitwirkung)に替えるという程度の修正で決着した171。

1 958年党大会前後は「原爆死反対運動」 (Kampf dem Atomtod)が高揚し、

1959年に入ってからは「ドイツ・プラン」が発表され、基本綱領制定の最終

段階は安全保障政策や再統一問題をめぐってSPDが活発な問題提起を行ってい

た時期と重なっていた。しかし、基本綱領の国際関係についての章は、 「シュ

トウツトガルト草案」から「第二草案」に至るまで、表現は変わっても現実政

治の展開から距離を取った、国連憲章の建前と軍縮の必要性を繰り返す一般原

則的な記述に終始していた。特に防衛・安全保障問題に関しては、党幹部会は

徴兵制をはじめ、具体的な論争点を基本綱領で確定しないように気を使ってい

m

「シュトウツトガルト草案」の終章は「唯-の道」、 「第二草案」の終章は「わ

れわれの道」と名付けられていた。 「唯一の道」では、搾取の廃止を急ぐ急進

主義と、資本主義内での社会保障・生活改善の実現をもって社会主義の目標が

達成されたと考える順応主義の双方が批判され、西ドイツは資本主義である限

り階級社会であることに変わりはないという認識が示されていた。そして、経

済的・社会的変革なしに労働者が階級社会を克服して平等同権を獲得できると

考えるのは幻想で、 「現実の平和と自由をもたらす唯-の道が民主的社会主義

である」と、民主的社会主義が「唯-の道」であることが強調されていた17Z。

これに対して「第二草案」では、民主的社会主義が資本主義でも共産主義で

もない「第三の道」と位置付けられてはいたが、終章の題は「唯-の運」では

なく「われわれの道」に変わり、 「階級社会」という表現はどこにもなかった。

「SPDは労働者階級の政党から国民政党になった」という有名なテーゼはこ

の終章に書かれているが、このテーゼが始めて登場した1954年改訂行動綱領

の序文では、マルクス、エンゲルスからベーベルを経てシュ-マッハ一に至る

までの党の偉大な先馬区者を想起することは党の義務であると述べられていた173

しかし、ゴーデスベルク綱領の「われわれの道」では、マルクスをはじめとす
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る先駆者の名を挙げることなく労働運動が歴史的に回顧され、達成された多く

の成果が列挙されている。

それに続けて「かつては支配階級の単なる搾取の対象であった者が、今は同

等の権利と義務を持った国家公民(Staatsburger)としての地位を占めている」

ということが、誇りをもって語られていた。オレンハウアーの世代がSPDに身

を投じたころ、彼らは「同等の権利と義務を持った国家公民」とは見なされて

いなかったのである。

ところで、ゴーデスベルク党大会に出席したのは394人であった。出席者

のうち、議決権を有したのは大支部選出の代議員300人、党幹部会員32人、

管理委員会8人の計340人であった174　出席者全体の年齢構成を見ると、 30

歳までが33人、 31-50歳が175人、 51-65歳が165人、 66歳以上が21

人であった。 50歳以下が全体の過半数を超えていた。

ゴーデスベルク党大会の代議員は、基本綱領だけが議題となったことにより、

人事や組織間題には関心が強くとも、理念的問題や理論をめぐる論争について

は二の足を踏む「地方ボス」タイプの年長党員(「党マルクス主義」を奉ずる

伝統主義者がまだ少なくなかったと推察される)でない党員が多く選ばれる傾

向があったのではないだろうか。当時、 SPD本部の専従であったフランツ・バ

ルシックの回想によれば、 340人の代議員のうち、 200人が党大会に始めて出

席する新顔であった。反対票が30以上出たら困ると不安で、党幹部会による

代議員への説得(Seelenmassagen)は党大会の直前まで続いていたという175

党大会での議論や採択された修正提案を勘案して、党大会で設置された編集

委員会は最終的な草案を最終日に提示した。まず最初に各章・節ごとに採決さ

れたあと、全体としての採決が行われ、基本綱領は賛成324反対16で採択さ

れた176。 「第二草案」に対する修正は最小限度にして採択に持って行きたいと

いうオレンハウアーのもくろみ通りに、党大会は終わったのである。

まとめ

アイヒラーの伴侶でもあったズザンネ・ミラーが、自らの戦後SPD通史に『ゴ

ーデスベルク綱領の前と後』 177という名を付けたように、ゴーデスベルク綱領

制定は戦後SPD史の画期と位置付けられてきた。

ただ画期と捉えることでは一致していても、いかなる意味で画期と位置付け

るかについては、つとに指摘されているように、相対立する見解があった。一

つは、 1950年代の停滞から脱却した1960年代以後のSPDの勢力伸張を肯

定的に捉え、それをもたらしたものとしてゴーデスベルク綱領を高く評価する
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見解である。ゴーデスベルク綱領は戦後の変化の帰結であり、 「社会的リベラ

ル、多元的民主主義の綱積」 178としての性格をもっている。そして、他のどの

基本綱領よりも「実践と理論の禾離・緊張」の解消に寄与したと評価した間ク

ロツバッハをはじめ、基本的に西ドイツの国家体制を肯定する立場に立つ研究、

またSPDの実践活動に関わる人々はおおむねこの見解を取った。

これに対して、 「左派」のアーベントロートによれば、ゴーデスベルク綱領は

「昔の社会主義的目標観も、寡頭政的な資本に対する労働者の階級意識の自覚

的な発展の方法をも放棄するもの」 180であり、これによってSPDの「順応過

程は完成されたのである」 181。またピルカーは、 SPDはゴーデスベルク綱韻に

よって反資本主義的・社会主義的政党であることをやめ、体制の中で権力の掌

握を目指すだけの「体制政党」になった、と批判している182

これらの対立する見解は、それぞれ論者の政治的立場からの「正当性」を含

んでおり、本稿はどちらの評価が適切かについて審判を下すことを目標とはせ

ず、ゴーデスベルク綱領の制定過程を克明に跡づけることを試みた。それを通

じて、本章の3-(1)で提示した問いには答えられたと考える。

まず、ゴーデスベルク綱領の制定には、戦後間もなくからの綱領論議の前史

があったのではあるが、シュトウツトガルト党大会後の基本綱領制定の最終段

階を見ると、 「民主的手続きを経ての合意形成の帰結」と評価することにはた

めらいを覚える。

1954年のベルリン党大会で改訂された行動綱領とその序文はSPD内の「合

意」を得られないままで、基本綱領委員会は相当の時間を費やしたが、党内委

員全問対立もあって、 1957年選挙まで停滞状況に陥っていた。基本綱領草案

など提示できる状況になかったが、 1957年選挙後は-転してオレンハウア一

によって基本綱領草案作成を急がされた。その結果、長年にわたる綱領論議を

十分に踏まえて悔いのない基本綱領草案を作成したいという人々の願いは退け

られ、 1958年5月のシュトウツトガルト党大会に不本意な草案を提出して、

基本綱領委員会は事実上、その役割を終えさせられた。

1958年党大会以後の基本綱領制定過程では、 「シュトウツトガルト草案」を

基に綱積論議を喚起して修正提案を受け付け、党内の意見を集約し、民主的手

続きを踏んで基本綱領を制定するという外見が取られてはいた。しかし実際の

制定作業を見ると、 「シュトウツトガルト草案」の見直しをどこがいかに行う

かについては方向が定まらず、党大会後の基本綱領制定作業は再び混迷を深め

ていた1959年に入ってからの決定的な最終局面においては、むしろ広範な

59



党内論議を避け、 「シュトウツトガルト草案」に対する党内論議の成果を取り

入れながらとは言えないやり方で、長年の綱領論議の蓄積とは無縁なジャーナ

リストを中心に、全く新しい草案を作成して一般党員に突きつけたのである。

この「第二草案」を一般党員が検討する時間はニケ月足らずで、ゴーデスベ

ルク綱領は採択された。オレンハウアーは「拙速は避けよ」という批判に対し

て、 「第二草案」は「シュトウツトガルト草案」の短縮と引き締めで「基本的

に新しいことは含んでいない」と弁解していたが、 「第二草案」はそのような

ものではなかった。

基本綱領早期制定反対の声は1957年選挙後「改革派」の「トロイカ」を中

心に繰り返し強調され、 「トロイカ」が容認に転じても、なお弱くはなかった。

また、経済政策をはじめ基本綱領の内容をめぐっても合意が未形成であること

は、 1959年の最終段階に至るまで自覚されていた。つまり、 「民主的手続きを

経ての合意形成の帰結」というのは、ゴーデスベルク綱領制定過程の実際を表

すものではなく、 1959年当時は相当の強引さで制定されたゴーデスベルク綱

領が、 1960年代以降のSPDの発展の中でそのように解釈されるようになった

に過ぎなかった。

次に、ゴーデスベルク綱嶺の制定に貢献した人々を振り返ってみよう。基本

綱領委員会の座長を務めた「倫理的社会主義者」のアイヒラーは、ゴーデスベ

ルク党大会の閉会演説でオレンハウアーが特に名をあげて謝意を表した唯一の

人物であり183、 「ゴ-デスベルク綱領の主たる起草者」と評価されることがし

ばしばある。彼は長い間忍耐をもって基本綱領委員会を率いてはきたが、締切

に追われて不本意のまま編集を終え、惨憎たる酷評にさらされた「シュトウツ

トガルト草案」の提示後、 「第二草案」を作成する基本綱韻制定の最終段階で

は実質的にはその中心から外されていた。

彼の率いる基本綱領委員会は、 1957年選挙までは自由に活動することが許

されなかったが、同じような状況が再び「シュトゥットガルト草案」の提示後

に訪れていた。基本綱領制定へ向けて最も力を傾注してきた「現代分析」は、

最終段階で全面削除されてしまった。アイヒラー個人にとっては、挫折に次ぐ

挫折の帰結がゴーデスベルク綱領の採択であったと言えなくはないが、最後ま

でオレンハウア一に忠誠を尽くしてその意向に従い、 「編集委員会」に名を連

ねてゼンガーを補佐した。

アイヒラーと並んで、シュ-マッハー時代から基本綱領論議の中心にいたヴ

ァイサーは、 「自由な社会主義」の旗頭であったが、 1959年に入ってからの基
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本綱領制定の最終段階では、決定的に遠ざけられていた。彼のような理論家に

とって、 「現代分析」を削除した基本綱領は、戦後積み上げてきた理論的成果

をないがしろにした承服Lがたいものであった。基本綱領をめぐる戦後約10

年の準備作業の帰結であった1954年の「ベルリン序文」は、そもそも党内に

浸透しないままであったが、ヴァイサーにとって、ゴーデスベルク綱領は1954

年のメーレム会議と「ベルリン序文」の水準をしのいだ基本綱領とは認められ

なかった。

1959年5月まで基本綱領委員会には何の関与もしていなかったにもかかわ

らず、 「編集委員会」を仕切ることになったゼンガーの役割は、 「シュトウツト

ガルト草案」の単なる「短縮と引き締め」以上のものであった。新しい要素を

取り込みつつ、 「シュトウツトガルト草案」に拒絶反応を示した-般党員にも

読むに耐えうる「第二草案」を短期間に作成した手腕は、一流のジャーナリス

トならではであった。

ゼンガーは「自由な社会主義」や「倫理的社会主義」の内容や戦後十数年の

綱領論議の経緯に通暁した理論家ではなく、日常的な義務を果たす過程で政治

や労働組合の仕事にかかわってきた党員であり、ジャーナリストであった。よ

って、理論的問題について何か決定的なことを書くことは彼の領分ではなかっ

たが、むしろそのような人物の方が、理論家よりも混迷状況打開のために適材

とオレンハウアーは「第二草案」作成者に抜擢したのであった。その結果、ゴ

ーデスベルク綱領は「シュトウツトガルト草案」までのような理論的文書では

なく、戦後SPDの政治的実践を観察し、その経験を踏まえた基本綱領に変貌し

たのである。

ゴーデスベルク党大会ではこの基本綱領に対する徹底的な批判者であった工

ルツ工ンは、 1869年のアイゼナハ綱領から1959年のゴーデスベルク綱領へ

の変化は、 SPD多数派の「われわれの道」がマルクスからダイストへ代わった

ことを意味すると皮肉ったが84、党内でまだ分裂の多かった経済政策について、

「党マルクス主義」的な社会化論者をひるませるにはダイストの力が不可欠で

あった。

謎の多いヴ工-ナ-は、いかなる貢献を成したであろうか。シュトウツトガ

ルト党大会が終わって間もなく、エルラーの友人が「党機構の中ではヴェーナ

ーを頂点とする過激分子が強く、エルラーのような近代的な力は背景に退かな

ければならなかった」と懸念を表明したように、ブルジョワジーを震臆させる

「党内左派」とヴェ-ナ-は位置づけられていた185　この懸念は「左派」にと
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っては期待であったが、同時代的には党内外で広く抱かれていた。

しかし、綱領制定の最終局面で協力姿勢を取っていたことが確認されたよう

に、この懸念は必ずしも的碓でなかったことを、副党首就任後のヴ工-ナーの

行動は示す。 「左派」の期待を結局は裏切ることになるのであるが、 1958!59

年は「左派」の信頼を集めていたヴェーナーが党内で枢要な地位を獲得し、一

連の党改革に反対せず合流していたことが、 「左派」の党改革全体に対する反

発を和らげて、混乱なくゴーデスベルク綱領が制定されたことにつながってい

た。一旦党幹部全が基本綱領制定の断を下した以上は、逸脱は許さないという

姿勢で党組織運営に努めた組織人である副党首ヴェーナーの力は、圧倒的多数

でゴーデスベルク綱領が採択されたことに貢献していた。

他にも有名無名の多くの党員が寄与していたが、 1959年ゴーデスベルク綱

領制定の最大の功労者にして指揮官であったのは、党首のオレンハウア-、そ

の人であった1957年選挙後、主だったSPDの指導者の中で基本綱領制定を

政治日程に乗せようとしたのはオレンハウアーのみであり、かつては早期制定

を望んでいたアイヒラー率いる基本綱領委員会でさえ、時間不足と基本綱領制

定には消極的であった。

オレンハウアーの一貫した、しばしば強引とも言えるイ二シアテイヴがなか

ったら、基本綱領制定は再び頓挫し、数年先に延びていたと思われる局面は幾

たびとなくあった。 「改革派」はオレンハウア-の独走を止めようと相当の努

力をしたが、基本綱領早期制定への流れが止められなくなった段階になって、

開与せずして基本綱領を制定されることは好ましくないと合流したのであって、

主導権は終始オレンハウアーが掌握していたのである。

オレンハウアーは、基本綱領制定は拙速を避けよという繰り返しなされた批

判に対し、 1960年党大会では基本綱領における対立を引きずることなく、基

本綱領に基づいて1 961年連邦議会選挙を念頭に置いた政府綱領作成に集中す

べきと反論していた1957年選挙の時は、政策の土台となる基本綱領が定ま

らぬまま選挙綱領を掲げ、選挙を配慮して基本綱領制定は足踏みを余儀なくさ

れていた。この繰り返しは避けられるべきであった。

後の時点から振り返れば、 SPDが多元的民主主義社会において多数派形成を

目指す政党であることを表明したゴーデスベルク綱領は、制定されたタイミン

グが良かったのである1959年に制定されたことによって、ゴーデスベルク

綱領制定は1958年の組織改革とワンセットの党改革としてSPDの内外にア

ピールできたし、 1960年の防衛政策の転換とも結びついて、 SPDは1960年
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以降、攻勢に立つことができたのである。

オレンハウア一については、カリスマ的なシューマッハーとは異なり停滞的

な指導を行い、 1958年党大会の組織改革と人事の刷新によって「死に体」と

なり、 「名目的な党首」にすぎなくなったと言われることが多い。しかし、二

つの党改革が成功し、一つの流れとなって1960年代以降のSPDが発展する

基盤が形成されるに際し、余人をもって代え難い貢献をオレンハウアーはした

というのは、過大評価であろうか。

1950年代のSPDは、もはやかつてのような「階級政党」ではなかったが、

まだ新中間層が主力となる「国民政党」にもなりきれていなかった。この危機

の中にあってオレンハウア-は、 1933年以前のSPDにアイデンティティを感

じる少なからぬ伝統主義的一般党員(その多くはまだ彼の背後にいた)と「改

革派」の対立激化によってSPDが弱体化するような事態を招かず、 「改革派」

と対抗的に協調しつつ、 「思慮深い家父長」として自らは前面から退きながら、

党改革を全体として円滑に進める方向に貢献したと言えるのではないだろうか。

63



凡例

l　本論文で用いる未刊行史料は、ドイツのボンにある　Archiv der sozialen

Demokratie der Friedrich-EberトStiftung(Godesberger Allee 149, 53175 Bonn)

に所蔵されている。個別の註にはAdsDと略記する。

書簡については、差出人、 anに続けて受取人、日付の順序で記した。

2　政党名の略号

SPD　　ドイツ社会民主党

spO　　オーストリア社会民主党

CDU　　キリスト教民主同盟

CSU　　キリスト教社会同盟

3　SPDの機関・組織に関する訳語と略号

党幹部会　Parteivorstand(PV)

党委員会　Parteiausschuβ(PA)

管理委員会　Kontrollkommission(KK)

党評議会　Parteirat(PR)

党常任幹事会　Parteipresidium

大支部　Bezirk

中支部　Unterbezi「k

小支部　Ortsverein

4　引用史料・文献の略記

AdsD所蔵の会議議事録の注表記について。個々の議事録の上書きタイトルの書き

出しは、 Protokollとあったり、 Kurzprotokollとあったり、いきなりSitzungで始ま

っていたりと様々であるが、本論文では便宜上、 AdsD所蔵のSPD諸機関の会議議事

録を注記する場合は、書き出しをProt. Sitzungという略記に統一する。

(2)Prasidium-Prot.1959 = Presidium. Protokoklle. Vom 23. Juni 1958 bis26.

Oktober 1959

(3) PV-Protokoll= Protokolle der Parteivorstandssitzungen

(4)SPDの党大会議事録については、 Prot. des Parteitages der SPDの後に、開催

年を記して注記する。

1 Peter Losche! Franz Walter, Die SPD, Darmstadt, 1992, S.188f.{岡田浩

平訳『ドイツ社会民主党の戦後史』 (三元社、 1996)、 243-244頁)

64



2 「改革派」ぱ'Reformer"、 「党官僚」ぽ'Apparat"と戦後SPD史に関わるド

イツ語文献で書かれる語の訳として用いる。

3 Losche/ Walter.aaQ, Darmstadt, 1992, S.185.{邦訳書、 240頁)

4兵藤守男「ドイツ社会民主党と路線改革」 『東京都立大学法学会雑誌』 29-1

(1988)、 237頁。

5高橋進「ドイツ社会民主党と外交政策の『転換』 (1955-1961年)」 『国家

学会雑誌』 99-1 -2 (1986)、 13頁。

6平島健司『ドイツ現代政治』 (東京大学出版会、 1994)、 95貢。

7大獄秀夫「1950年代における西ドイツ社会民主党の『転換』」 『東北大学法

学』 52-6 (1989)、 951頁。

Kurt Klotzbach.Der Weg zur Staatspartei,Ber一in/ Bonn,1 982,5.34.

9高橋進、前掲論文、 15頁。

10同論文、 16頁。

ll 1 957年選挙については、 U.W. Kitzinger, Cおrman Sectoral Politics:A Study

of the 1957 Campaign, Oxford, 1960.

12 Niedersachsen-Bericht. Betrachtungen zum 1 5. September 1 957, BI.5,

Bestand Ollenhauer 387, AdsD.

13 Ebenda, BI.3.

14 Dennis L. Bark, David R Gress, A History of West Cおrmany: From Shadow

to substance 1945-1963, Oxford/ Cambridge, 1993, pp.397f.

15 Klotzbach, a.a.O., S.436.

16 Prot. Sitzung des PV, am 18. September 1958, BI.7, PV-Protokoll 1958,

AdsD.

17 Prot. Sitzung des PV, PA und KK, am 25. September 1957, BI.llf,

PV-Protokoll 1 957, AdsD.

18 Ebenda, BL 2t.

19 Ebenda, Bl.13.オレンハウアーはこの後も繰り返し、 SPC)の基本綱韻に学

んで早く基本綱領を制定せよ、という指示を与えていた。

Prot. Sitzung des PV, PA und KK, am 14. Dezember 1957, BI.17, PV-

Protokoll 1957, AdsD.

Prot. sitzung des PV , am 7. Februar 1958, Bl.5, PV-Protokoll 1958,
AdsD.

20 Petra Weber, Carlo Schmid, Munchen, 1 996, S.578.

21シュミットは大支部南ヴユルテンベルクの委員長を務めていたが、全国レベ

ルでの仕事の多忙を理由に「地元サービス」を怠っていたことが批判されてい

65



た。地元からは、月に一日でいいから自らが委員長を務める地方組織のために

時間を作ってほしい、午前中は大支部の専従の党書記たちとの意見交換、午後

は大支部幹部会の会議、夕方は党員集会への出席と、必要な行事をシュミット

のために一日にまとめるから、出席してほしいoそれがどうしても無理ならば、

大支部南ヴユルテンベルクの委員長を辞任してほしいという手紙が寄せられて

いた。彼は、このような批判に動じなかった。間もなく、この大支部も含めて

バーデン・ヴユルテンベルク州にあった三つの大支部はシュトウツトガルトを

中心にした一つの大支部(Bezirk Sudwest)に統合され、シュミット解任の必要

はなくなったが、シュミットが党の外では最も人気のあるSPDの政治家であ

り、後に名前を挙げられながらも首相候補のような地位にはつけなかった理由

の一端は、このような所にあったのかもしれない　E Hose,anSchmid,am 18.

Seotember 1950,am 28. Oktober 1950, NachlaR Carlo Schmid 1454,

AdsD.

22 「トロイカ」の形成についてCarlo Schmid, Ermnerungen,

Bern/ Munchen/Wien, 1 979, S.66Off. Soell Fritz Erler, Bd.1 , Berlin/ Bonn,

1976, S.289ff.

23 Erler, an Ollenhauer, am 3. Mai 1956, Bestand OHenhauer 208, AdsD.

24 Weisser, an Schmid, am 2. Oktober 1957, NachlaB Schmid 671 , AdsD.

25 1 957年選挙後、党本部に寄せられた様々な意見はBestand OIlenhauer 368

と387のファイルに所収されている。

26副党首メリエスは、エルラーが彼の地元の大支部東ヴ工ストファーレンに影

響を強めており、 「副党首の大支部が『改革派』の手に落ちた」という評判が

立つことは遺憾であると、大支部の幹部党員に苦言を呈していた　Wilhelm

Mellies, an Emil GroIB, am 12. Dezember 1957, Bestand Ollenhauer 368,

AdsD.

27 Prot. Sitzung des Bezirksvorstandes S凸dwest,am 1 9. Oktober 1 957,

Bl.iff,

Nachla3Schoettle285, AdsD.よって、メリエスと同様にシェトレも「改

革派」によって退陣を余儀なくされたとするのは適切ではない。大獄、前掲論

文、 950-951頁。

28 Soell, a.a.0., S.301ff. Klotzbach, a.a.0., S.404ff. Die SPD-Fraktion im

Deutschen Bundestag: Sitzungsprotokolle 1957- 1 96 1, Ddsseldorf , 1 993 ,

S.8f.

29フリッツ・ハイネが報道・宣伝、マックス・クーキルが組織、アルフレート・

ナオが財務、ヘルタ・ゴットヘルフが婦人問題、ヴィリ・アイヒラーが文化政

66



策を担当した。

30 Fritz S畠nger, an Ollenhauer, am 21. September 1957,

Bestand Ollenhauer 387, AdsD.

31 Prot. Sitzung des PV, am 18. September 1957, BI.7, PV-Protokoll 1957,
AdsD.

32 Weisser, an Ollenhauer, am 17. Oktober 1957, Bestand Ollenhauer 387,

AdsD.

33 Prot. sitzung des PV ,am 16. Oktober 1957, BI.7, PV-Protokoll 1957,

AdsD.

34 Prot. Sitzung des Bezirksvorstancles am 19. Oktober 1957, BI.2,

NachlalS Erwin Schoettle 285, AdsD.

35 Prot. Sitzung des PV ,am 16. Oktober 1957, Bl.7f, PV-Protokoll 1957,

AdsD.

36 Prot. Sitzung des PV, am 20. November 1957, Bl.5f, PV-Protokoll

1957, AdsD.

37クネーリンゲンの組織改革構想をまとめたものは、 Waldemarvon

Knoeringen, Vorschlag zur Anderung des sozial-demokratischen

Parteist at uts,

am 2. Dezember 1957, PV-Bestand Kll, AdsD.

38 prot. des Parteitages der SPD 1958, S.298.

39 Prot. Sitzung des PV, am 20. Februar1957, BI.10, PV-Protokoll 1957,

AdsD.

40 "Was istjetzt zu tun?," BerlinerStimme, 1 5. Februar 1958, S.7.

41 Brill, an Erler, am 14. Februar 1958, Nachlaβ Erler 177, AdsD.

42 Prot. Sitzung des PV , am 5. Marz 1958, BI.1 ,PV-Protokoll 1958, AdsD.
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97什of. des Parteitages der SPD 1958, S.1 79f.
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109 Be川er, Verg-eich des Entwurfs eines neuen Grundsatzprogramms der
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131 Nadhla13 Sanger 54所収のDer drittee Entwurf (正確な日付は不明だが、

7月28日の基本綱領委員会の後の稿)と、 PV-Protok0日1959所収の9月3

日の党幹部会全体会議に提出されたEntwurf fur ein Grundsatzprogramm der

SPD (Fassung vom 13.

August 1959)の比較。
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会との対話集会を通じてSPDに提超された問題に応えるものとして、積極的な

意味を持った。すべての政党は同じ基本的価値体系に立脚し、選挙民がイデオ
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